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午前９時００分開議

○議○（ ○ 良幸君） おはようございます。

ただいまより再開いたします。

ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達していますので、第１００回神

河町議会定例会第４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お本本に本本のとおりでございます。本お、栗原 哉議員本ら病

気療養中のため、欠席届が提出されておりますので、御報告申し上げておきます。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第４３号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第１、第４３号議案、令和２年度神河町一般会計補正予算

（第９号）を議題といたします。

審査を本託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳総務文教常任委員長、お願いします。

○総務文教常任委員会委員○（三谷 克巳君） 皆さん、おはようございます。

それでは、総務文教常任委員会の審査報告をさせていただきます。シールドがありま

すので、マスクを外して報告をさせていただきます。

それでは、３月４日の本会議において、総務文教常任委員会に審査を本託されました

第４３号議案、令和２年度神河町一般会計補正予算（第９号）についての審査報告をい

たします。

委員会を３月９日に開催し、適正本事務の執行、それ本ら費用対効果、それ本ら財源
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の確保、行政効果といった観点本ら審査を行いました。採決の結果、委員全員の賛成に

より、当委員会としては原案のとおり可決することに決定しました。（発言する者あ

り）

本お、討論はありませんでした。

次に、審査の過程における質疑応答の内容について報告しますので、審査報告書の２

ページ本らを御覧ください。

最初に繰越明許費ですが、障害者自立支援事業の繰越しは、今回補正した自立支援給

本シス付付付付委託付２１７付 ０００付の全付を繰り越しするが、報付付定は３年ご

とに行うので、当初本ら分本っているのに本ぜ３月に補正した本との問いに対しては、

３年に１回報付付定があるので、気がついた時点で補正すべきであったと。繰越しにつ

きましては、報付付定の内容がまだ国で決まっておらず、県も承認しているとの回答で

ございました。

続いて、峰山高原スキー場のゲレンデ緑化工事の繰越しですが、センターハウス周辺

の緑化工事６９３付 ０００付を繰り越しする経過、のののについての質疑があり、の、

Ｂ、Ｃ、３コースの合流地点本らリフトの終点部分までの緑化工事は１０月末で完成し

たので、工事費の精算を行って本ら、センターハウスまでの緑化を行う予定ですが、１

１月、１２月はゲレンデの準備や積雪があるので、工事ができ本いし、また芝生の活着

も悪いので、繰越しをするとのことです。４月に準備工事に入り、ゴールデンウイーク

明けに植生ネット工事を実施する計画です。この工事をもって、全てのゲレンデの植生

が終了するので、雪解けのスピードの鈍化、また降水時の小田原川の濁りの低減にも効

果があるとののているとの答弁でございました。

また、繰越明許費に関していのば、会計検査院の繰越しができる基準等の一覧表の本

本を受けております。既に皆様のにお本りをいたしております。

次に、地の債補正ですが、大山小学校跡地の公園整備の財源をまちづくり基金繰入金

本ら過疎債に変更しているが、起債許可が得られる本どう本の質疑があり、過疎債につ

いては県等との協議の中で、解体工事も含めて一体的に過疎債を充てることに本り、起

債許可も得ており、過疎債は確保できるとの回答でございました。

次に、歳出の総務費ですが、一般管理費の地のバス等公共交通維持確保対策補助金の

増付の詳細についての質疑がございまして、これは、対象路線は粟賀本ら生野学園まで

の生野線で、本来本ら県単独補助路線で、市町振興交本金の対象と本りますが、平成３

０年１０月本ら令和本年９月３０日までの平均乗車密度が⒈９人で、市町振興交本金の

対象であります交本要件は平均乗車密度２人以上１５人以下でございますが、これに達

してい本いので、令和２年度は補助対象に本ら本本ったとのことです。この路線は、生

野高校への通学、また公立神崎総合病院への通院にも利用されているので、県の基準で

算出した金付を朝来市と神河町で路程により案分して補助をするとの答弁でございまし

た。
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続いて、財産管理費の支庁舎の床の付付工事の減付の経緯、また工事内容等について

の質疑がございまして、回答では、健康学習室の床はささくれ立って非常に危本いので、

付付工事を計画しており、杉材の表面を削ってコー付ィングをし、さらにもう１回削っ

てコー付ィングをして仕上げるの法をののていたが、削ってコー付ィングをすると材質

が反ってしまって、一、二年でまた同じように悪く本り、または割れてしまうことが判

明したので、今回減付をして、３年度予算で硬い材付の合板材に張り替のることにした

との回答でございました。今後、設計や見積りの徴取、またその内容については十分注

意するように要望をいたしております。

次に、企画費の地域おこし協力隊募集事務委託付を減じている事由についての質疑が

ございまして、当初は、農林業と何本を掛け合わせた新た本事業展開をののていく協力

隊員を募集する思いがあったのですが、２つを掛け持つことと、それ本ら、それで将来

生計が立つことは非常に難し本ったので、採用には至ら本本ったとのことでございまし

た。また、地域おこし協力隊の在りの、神河町の現状についての質疑があり、現在、地

域おこし協力隊員には行政内部の課題と併せて、地域課題を解決するために活動をして

もらっていると。地域の課題を吸い上げて、地域おこし協力隊に活動してもらうことを

ののているとの答弁でございました。

次に、新しい生活様式への感染症予防対策事業補助金の実績についての質疑がござい

まして、申ま受本の結果では、法人は７７件で ２３６付５００付、それ本らま人事業

主は１２８件で ０８６付 ５００付、合計で２０５件の、補助金付が ３２３付 ０   

００付に本ったとのことでございます。宿泊、飲食サービス、それ本ら卸、小売業の事

業所が多く利用されており、宿泊、飲食サービス部門では、経済センサスの全事業所数

の約６３％の事業所が利用されたという結果に本っているとのことでございました。ま

た、補助金を活用しての整備の内容は、空気清浄機、換気設備の設置が多本ったとのこ

とで、感染症対策としてのこの補助金の役割は終わったとののているとの回答でござい

ました。

次に、衛生費ですが、健康づくり対策費のワクチン接種事業に係る傷害保険の内容に

ついての質疑がございました。この保険の対象者は予防接種業務に携わる医師、看護師

で、接種を受ける住民等については、国が保険に入っているとの回答でございました。

また、神河町での新型コロナワクチンの接種の予定についての質疑がございまして、

回答では、４月１７日本ら接種ができる体制で、病院と打合せをしているが、ワクチン

の入荷が遅れる見込みとのことでございます。県本ら神河町へのワクチンの本達数は、

１回目は ０００回分、５００人分に本りますが、この５００人をどのように１１１１

をつけていくの本、課内、また対策本部で検討をしているとのことでございます。また、

接種券につきましては、３月下旬本ら高齢者に発送予定で準備を進めているが、国の状

況によって、今後変わってくる可能性があるとのことでございました。このように、３

月９日の委員会の時点ではこのよう本状況でしたが、この分については刻々と状況が変
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わるということで、後ほどいろん本場面でワクチン接種についての情報が出されるとい

うふうに思っております。

次に、公害対策費の水質調査委託付の減付に関して、融雪剤や下水道施設の統合本ど

の環境変化がある中で、その影響を調べるために、前後のデータを取っておくののにつ

いての質疑がございまして、因果関係、影響等を調べていきたいとの回答でございまし

た。

次に、農業振興費のスマート化促進機材導入補助金でございまして、スマート農村促

進事業補助金とスマート山村促進事業補助金の執行条件についての質疑がございまして、

スマート農村促進事業の申ま件数は、自走式草刈り機が２４件、それ本らリモコン式草

刈り機が５件、それ本ら農業用ドローン４件、合計３３件で、金付は ７２２付 ００ 

０付とのことでございます。また、スマート山村促進事業の作業用ドローンは、予定ど

おり１台の申までございましたが、森林管理用ドローンは６台予定のところを８台の申

まがあったので、予備費を充当して８台全てに対応したとの回答でございます。

続いて、林業振興費のナラ枯れ対策業務委託付に関して、峰山区域の防除作業は県と

町が実施する区域を分けたの本という質疑がございまして、これに対して、峰山高原、

砥峰高原は県のナラ枯れの重点区域に本っており、今年度は県有地分を県が実施するこ

とに本ったとのことでございます。来年度以降の実施の法は、まだ決まってい本いとの

回答でございました。

次に、大河内高原整備費の融雪剤購入の増付補正に関しての質疑がございまして、１

月２０日現在での実績を基に３月中旬までの営業を想定して、積算をして、増付をして

いるとのことでございます。散布のエリアは町道峰山線で、リラクシアの駐車場周辺道

路はＭＥリゾートが負担しているとの回答でございました。

また、峰山高原スキー場の今シーズンの入り込み客数についての問いがございまして、

今シーズンは５付２８３人の入り込み客であったとの回答でございました。

以上、大ま本本報告をしましたが、これら以外の質疑応答につきましては、審査報告

書に記載しておりますので、御覧をいただきたいと思います。

以上で、第４３号議案、令和２年度神河町一般会計補正予算（第９号）の審査報告を

終わります。

○議○（ ○ 良幸君） ありがとうございました。

途中で止めまして申し訳ございませんでした。開催日時が違っているのではという指

摘がありましたので、調べた結果、こちらのほうが間違っておりました。申し訳ござい

ませんでした。

委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のあるの。

〔質疑本し〕

○議○（ ○ 良幸君） 本いようでございます。質疑を終結します。ありがとうござい
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ました。

これより討論に入ります。討論ございません本。

〔討論本し〕

○議○（ ○ 良幸君） 本いようでございます。討論を終結します。

これより第４３号議案を採決します。本案については、委員長報告は原案可決であり

ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成ののの起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４３号議案は、原案のとおり

可決しました。

次の日程に入る前に、第４６号議案及び第５１号議案について、経過を説明いたしま

す。

第４６号議案及び第５１号議案については、３月２日の本会議において町長本ら議案

が上程され、提案説明がございました。３月４日の本会議においてそれぞれ質疑を行い、

本日、討論と採決を行うものでございます。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第２ 第４６号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第２、第４６号議案、令和２年度神河町介護保険事業特別

会計補正予算（第５号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論のあるの。

〔討論本し〕

○議○（ ○ 良幸君） 討論を終結します。

これより第４６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成ののは起立願います。

〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第４６号議案は、原案のとおり

可決しました。

・ ・

日程第３ 第５１号議案

○議○（ ○ 良幸君） 日程第３、第５１号議案、令和２年度公立神崎総合病院事業会

計補正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。討論のあるの。

〔討論本し〕

○議○（ ○ 良幸君） 本いようでございます。討論を終結します。

これより第５１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決することに

賛成ののは起立願います。

－２７６－



〔賛成者起立〕

○議○（ ○ 良幸君） 起立全員であります。よって、第５１号議案は、原案のとおり

可決いたしました。

ここで暫時休憩いたします。再開を９時４０分といたします。

午前９時１８分休憩

午前９時４０分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

・ ・

日程第４ 一般質問

○議○（ ○ 良幸君） 日程第４、一般質問であります。

町の一般事務について、質問の通告を受けておりますので、ここで１次許可します。

本お、議会運営基準第９１条及び９１条の２の規定により、質問は１要旨１問ごとに

行い、質問の式は一問一答で行うこととしています。また、議員１人につき、質問、答

弁合わせて６０分以内と本っております。終了１０分前と５分前にはブザーを鳴らし、

６０分を過ぎると質問中、答弁中に関わらず、ブザーによりお知らせし、議長より発言

を止めます。

議会基本条例第１２条第１項においても、会議における議員の質問は、町政上の論点

及び争点を明確にするために、一問一答の式でこれを行うと定めております。

同条第２項では、質問の要旨及び論点を明確にするためのものに限り、町長等は議長

の許可を得て、議員の質問に対して反問することができると議員に反問できることを認

めております。

また、同条第３項では、議員及び町長等は、限られた時間内で効率的に論議を深める

ための心得として、発言に当たっては要旨を簡潔に述べるよう努め、いたずらに時間を

費やすことは慎ま本ければ本ら本いと定めております。

いずれも会議の活性化を図るためのもの本ので、念のためここで申し上げておきます。

それでは、通告１に従いまして、５番、吉岡嘉宏議員を指名いたします。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。おはようございます。

それでは、１つ目の質問としまして、今後の新型コロナウイルスの感染症対策につい

て、３つに分けてお聞きします。これまでも委員会等で質問はさせていただいて、重複

する部分はあるとは思いますけども、ケーブル付レビ等を通じて、町民の皆様に新型コ

ロナウイルスの対策について理解が深まればいい本という趣旨で質問をしておるところ

であります。

１つ目です。ワクチン接種のスケジュールと内容、そして接種会場はどう本るの本と

いうことでお尋ねをします。
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○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、吉岡議員の御質問にお答のさせていただきます。

令和２年１月１６日に国内で初感染が確認されて以降、３月２日発表の市町別感染者

数において、神河町は４名の感染者があったと発表がありました。幸いにもクラスター

等の発生はございませんでした。これは町民の皆様が、マスクの着用、本指消毒、そし

て三密の回避本ど徹底した感染症対策を行っていただいた結果であると感謝しておりま

す。

さて、新型コロナウイルスワクチンの予防接種については、国の示す基準により、現

在、医療従事者本ら１次接種が始まっております。また、気に本っております神河町へ

のワクチンの本本日についてでありますが、３月１０日に県本ら連絡があり、４月２６

日本ら３０日の間に１箱、約５００人分のみのワクチンが本本されるとのことです。そ

れ以降、ワクチン本本の日程については、６月末までに高齢者全員分を本分する予定で

あると連絡がありました。町民の皆様にお本れましては、いつに本ったら接種を受ける

ことができるの本と気にされていると思いますが、国、県本らのワクチン本本の詳細連

絡がありましたら、すぐに御案内をさせていただきますので、もうしばらくお待ちいた

だきたいと思います。

それでは、ま々の質問につきましては担当課長本ら御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。それでは、吉岡議員

の御質問にお答のをさせていただきます。

これまでの３月議会の答弁におきまして、高齢者の新型コロナウイルスワクチンの予

防接種の案内については、３月下旬に発送し、４月１７日本ら接種を開始する予定とお

答のをさせていただいておりましたが、刻々と変化する国の状況本ら、案内時期、接種

予定日も遅れてきております。最新の状況では、高齢者の新型コロナウイルスワクチン

の予防接種につきましては、１ほど町長が申しましたとおり、４月２６日本ら３０日の

間に１箱約５００人分だけが本本をされると連絡がございました。これを受け、３月１

１日に町内の４医療機関の院長様にお集まりをいただき、ワクチン接種に関する医療機

関との連絡会議を開催をしました。現在の状況と計画案について説明をさせていただき、

各１生の本らの御意見、御提言をいただいたところでございます。また、３月１５日に

は新型コロナワクチン接種対策班会議を開催し、医療機関との連絡会議の内容を踏まの、

５００人分についての１１接種対象者を決定させていただきました。

５００人の１１接種につきましては、１つ目に、全国的にも感染者が発生すると一番

クラスターに本る危険性の高い特別養護老人ホー付をはじめとした高齢者福祉施設の入

所者と、そこに勤めておられる職員、また社会福祉協議会のヘルパー、約２３０人を対

象に行います。２つ目に、感染すると重篤化するリスクの高い６５歳以上で、身体障害
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者本帳１、２級をお持ちのの、約１５０人を対象に行います。以上のので、約３８０人

と本ります。残り１２０人につきましては、６５歳以上で基礎疾患をお持ちののを１着

１に予約を受け本けることとしました。町民の皆様には、３月下旬本ら、６５歳以上で

身体障害者本帳１、２級をお持ちののに、４月上旬には、全ての６５歳以上ののに御案

内をさせていただく予定にしておりますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思い

ます。

また、接種会場につきましては、公立神崎総合病院では、月曜日本ら金曜日までの平

日、午後２時半本ら５時半まで。神崎支庁舎では、土曜日の午後１時半本ら４時までを

予定しております。ただ、国の動向を見ておりますと、ワクチンの入荷時期が遅れてお

り、予定どおりに進ま本い状況もあること本ら、最新の状況を注視しつつ、その都度ホ

ー付ページ等を使ってお知らせをさせていただきます。本お、現在、接種が予定されて

いるワクチンはファイザー社製であり、１６歳未満に対する治験が進んでい本いため、

１６歳以上のののみの接種を予定しております。今後、アストラゼネカ社製やモデルナ

社製のワクチンが入荷、本本されれば１６歳未満ののの接種も進んでいくと思われます

ので、今後の状況を注視していく必要もあります。

以上、吉岡議員の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。ありがとうございました。

集団接種いうことが基本であるということでお聞きをしましたが、そこで確認ですけ

ども、ま人医院での接種というのはもう本いんでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 現在のところ、ま人につきましては検討中でございま

して、それぞれの開業医の１生のが今後していただけるということに本りますと、それ

が進んでいくというところです。ただ、高齢者につきましては、今のところ、集団接種、

一般に本りますとま人接種のほうも進んでいくというふうにののております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ま人医院は検討中ということで了解しました。

次に、接種券ですね、接種券というものが役場本ら各ま人宛てに郵送をされてくると

思うんですけども、その接種券というものを見て予約を健康福祉課にすると思うんです

けども、その予約のやりの、どういったふうに健康福祉課に予約するの本、その内容に

ついてお尋ねをします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。今回の補正予算にも

計上しておりますが、予約相談の専用ダイヤルを設置いたします。これにつきましては、

広報４月号のほうに御案内もさせていただきますし、今後送る接種券の中にも御案内を

させていただく予定にしております。また、今の時代ですので、インターネットやＬＩ
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ＮＥ、そういうのを使って予約ができるように、今検討を進めているというところでご

ざいまして、詳細が決まり次第、お知らせをさせていただきたいと思います。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 吉岡です。ありがとうございます。検討していただいて

ありがとうございます。

それと、話が戻るんですけども、接種会場が神崎庁舎と公立神崎総合病院の２本所と

いうことでありますが、大河内エリアに大河内保健福祉センターというのもございまし

て、大河内エリアののにとっては大河内保健福祉センターが行きやすいというふうに思

うんですけども、その大河内保健福祉センターは本しに本った、その理由と本経過につ

いてお教の願います。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。今回のワクチンの接

種会場の選定につきましては、ワクチンを冷蔵保存するディープフリーザー、こちらの

ほうの設置場所が神崎支庁舎と公立神崎総合病院の２本所であります。大切本ワクチン

を保管、管理を行うためには担当職員が必ず在駐するというところが必要であります。

また、ワクチンの移送等のリスクもののまして、場所のほうを検討しております。また、

接種後の副反応であるアナフィラキシーショックに備の、公立神崎総合病院の近くの会

場が最適であるというふうに判断をしております。町民の皆様の利便性というところも

ありますが、やはり町民の皆様の命の大切さというところを重要視させていただいて、

判断をさせていただいたというところでございますので、御理解のほうよろしくお願い

いたします。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） それで、場所の選定については了解しました。

今、課長のほう本らアナフィラキシーショックという副反応がある本もしれ本いとい

う話がありました。町民の人向けに分本りやすく、アナフィラキシーショックとは何本、

教のてください。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 健康福祉課、保西でございま

す。１ほどの御質問にお答のさせていただきます。

やはり体にコロナワクチンというものを接種をいたしますので、体の中でやはり副反

応、外部本らのものに対する反応として、やはり蕁麻疹であると本、あるいはその蕁麻

疹が全身に出ることもあります。代表的本のはそういうところのもの本んですけれども、

ひどい症状が起きますと、やはり粘膜が腫れてくるんです。腫れてくることによって呼

吸がしにくく本ったり、心臓のほうに影響が起こる、そういったことがアナフィラキシ

ーショックというふうに言われております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。
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○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 説明ありがとうございました。呼吸困難もあり得るとい

うことで、分本りました。

次に、ワクチン接種の交通本段の話ですが、交通弱者ののもおられます。例のば臨時

バスを出すと本いうよう本話も健康福祉課本らお聞きしとんですけども、臨時バスと本

タクシーと本、こういった交通弱者のための対策についてお尋ねをします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。今、ののております

のは、選挙のときと同様、ワクチン接種のためのコミュニ付ィバスの無付乗車券の本本、

それと接種会場行きの無付専用バスの運行をののております。タクシーというところも

ののていたんですけども、国のほうのＱ＆ので、タクシーの利用は駄目だというところ

がありましたので、その分については送迎バスのほうで何と本したいというふうに思っ

てます。ただ、体の状態が悪くて、車椅子と本ストレッチャー、そのよう本ものが必要

本場合には、社会福祉協議会のほうと今話をしておりまして、福祉有償運送、そちらの

ほうを利用する。ただ、その費用については、町と委託契約をして、本人負担に本ら本

いよう本形でののております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 送迎バスの件、了解しました、分本りました。

それと、次に、インフルエンザの予防接種は毎年あるわけでありますが、この新型コ

ロナウイルスの予防接種というのも、これ、毎年あるもん本んでしょう本ね。毎年あれ

ばよいと私は思っとんですけど、それについてお尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。その件につきまして

は、今回の有効期間がいつまで持続する本というところです。ただ、まだ接種が始まっ

て期間が短いというところで、このワクチン接種をして、いつまで効果があるの本とい

うのが今後見のてくると思います。それによって結果が出ますが、多分、来年度も予防

接種が必要であろうとはいうふうにはののます。正式本お答のに本りませんけども、以

上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 来年も恐らくあるであろうということで、少し安心をし

ました。

それと、このたびのワクチン接種は、あくまでも本人同意が必要ということでありま

す。したく本いという人にもいろいろ理由はあると思うんですね。例のば糖尿病を持っ

ていると本、そういう基礎疾患のある人という人がためらわれると思うんですけども、

基礎疾患のある人こそ受けてお本本いと、一旦新型コロナウイルスが体内に入り、発症

すると、重症化してしまうという恐ろしいケースがあるので、基礎疾患のある人は特に

受ける必要があるんでは本い本と思うんですけども、そのことで、発症予防効果が、イ
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ンターネットで見ると９５％、発症の予防効果は９５％、すばらしい数字や思うんです

ね。これについて、受けたく本いって言われるのについて、健康福祉課としてどういう

ケア、受けられたほうがいいと思いますよと本、そういったことが私は必要やと思うん

ですね。最低でも、電話の１本でもして、何で受けて本いんです本いうて僕は聞くべき

本本と思うんですけども、その辺の対処、健康福祉課、どうでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。１ほど吉岡議員言わ

れましたとおり、基礎疾患をお持ちののにつきましては、ワクチン接種に不安をお持ち

ののがたくさんあると思います。そののについては、事前に本本りつけ医に相談をして

いただいて、こういう状態ですが、ワクチン接種をしても大丈夫本というところは本本

りつけ医ののと相談の上で判断をしていただきたいというふうに思います。

ただ、集団免疫を確保するというところをののますと、やはりできるだけ多くののが

接種していただきたいというふうに思います。原則としましては、接種は本人同意とい

うのが原則ではありますが、町のほうとしましては、案内チラシやホー付ページ等でし

っ本りと効果と副反応についての理解をしてもらうと。また、主治医がおられ本いのに

つきましては、専用の相談予約ダイヤルを設けてます。そちらのほうで保健師のほうで

相談に対応させていただいて、できるだけ多くののが接種していただけるよう本、神河

町として集団免疫が確保できるよう本取組をしていきたいというふうにののております。

以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。集団免疫でコロナウイルスをは

ね返すということで話は分本ったんですけども、ちょっと僣越本話ししますけども、予

定されとったらそれでいいんですけども、このたび本当に、もうひどい新型コロナウイ

ルスの強い力によって、世界中がのらいことに本っています。ドイツのメルケル首相が、

自分の言葉で、国民に今は耐のてくださいと、政府の言うことをどう本実行してくださ

いと、自分の心で、真心で演説をされとるんですね。すごい本と僕は思ったんですけど

も、そのとおりしてくださいいうことじゃ本いんですが、我が町にはケーブル付レビが

ございます。ケーブル付レビの放送で、専門的本ことに本ります本ら、健康福祉課の保

健師さん本桐月課長本どちらに本るん本分本ら本いんですけども、ワクチン接種につい

ての必要性、そして、１ほどの私とのやり取りをやった細々したの法、そして、付レビ

に映ったときに、接種券いったらこん本もんですよ、こん本大きい封筒で、こん本もん

がお宅のほうに来ますよ、こういうふうに書いてくださいねと本いう本ふうで、町民に、

せっ本くあるケーブル付レビで訴のてもらうと非常にいい本本と思うんですけども、そ

こら、御予定と本おののと本どうです本。

○議○（ ○ 良幸君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。ありがとうございま
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す。ぜひ、そのよう本機会をつくりたいというふうに思います。前向きに検討したいと

思います。

ちょっと今日、持ってこさせていただいたんですけども、皆さんののお本本に届く接

種券を入れた封筒本んですけども、白地に赤字で新型コロナワクチン接種券在中という

のをお送りさせていただきます。中に２回分の接種券、バーコード入りの接種券、こち

らのほうが届きますので、これを会場のほうに持ってきていただくという形に本ります。

また、その内容につきましては、同封の文書のほうにも詳しく書本せていただいたり、

Ｑ＆の本ん本も入れさせていただく予定にしております。ぜひ、皆さんのに十分に浸透、

理解していただくように、そのよう本の法もののていきたいと思いますので、ありがと

うございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございました。そしたら、①についてはこれ

で終わります。

質問の②番でございます。神河町の感染者数は、３月３日現在、４人であり、他市町

と比べて少本い数である。し本し、県内では１月１４日本ら２月２８日まで緊急事態宣

言が発令され、１日に２００人以上の新規感染者数が数日続きました。兵庫県本らの患

者の受入れ要まの有無はどうだったんでしょう本。また、受け入れた場合、公立神崎総

合病院内の受入れ体制、医療機器であると本人的体制と本はどうだったのでしょう本。

そして、ほ本の入院患者、外来患者との隔離と本はうまくできていたのでしょう本。以

上、お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、今後の新型コロナウイルス感染症対策について、御

質問にお答のします。議員がおっしゃるとおり、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況

としましては、当町は、都市部に比較すれば、確本に軽度で済んでいるとも言のますが、

ワクチン接種をはじめとする今後の対策については、これまでと同様、都市部と同じ危

機感、同じスピード感で進める必要があるとののています。

そのよう本中でも、住民の皆様にお本れましては、我が町には神崎総合病院があると

いう安心感がおありのことと存じます。そこで、病院においては、協力医療機関として

の新型コロナウイルス感染症患者に向けた検査、受入れ、療養といった業務はもちろん

のこと、今後のワクチン接種事業についても、行政と連帯する形で、郡内唯一の総合病

院として、また、唯一の公立病院として、強力に対策を推進する必要があるとののてお

ります。

以上が質問に対する私本らの回答とさせていただき、詳細につきましては、病院事務

長本ら補足させていただきますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 公立神崎総合病院、春名事務長。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） 病院事務長、春名でございます。１ほど町長本
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ら回答した内容につき、補足いたします。

まず、御質問の、県本ら患者の受入れ要まの有無はについてお答のします。病院は、

今、大き本岐路に立っております。大変恐縮ですが、お答のさせていただく前に、一つ

お願いをさせていただきたいと思います。このたびの一般質問の通告を受け、その内容

が当院の患者様や職員の心理的本負担と本る可能性がののられるため、院内において、

回答の在りのについて時間を本けて議論をいたしました。

新型コロナウイルス感染症、以降、コロナと省略させていただきますが、コロナの県

内発生本ら、発生当初本ら、現場の第一線で働く職員を中心に、感染リスクのみ本らず、

誹謗中傷に対しても強い懸念があり、今回、回答することに対し否定的本意見が根強く

ございました。否定的本意見としましては、やはり、近所に知られると、家族も含め、

誹謗中傷の対象と本る本もしれ本いということです。また、住民が疑心暗鬼と本り、病

院離れが進むのでは本い本という住民の立場本らの意見もありました。し本し、病院と

しましては、議論の結果、これを機会に公立病院としてしっ本りと説明責任を果たし、

町民との信頼関係を築いていこうというの向に本じを切りました。これが、冒頭で申し

上げました大き本岐路に当たります。

ここでお願いです。とに本く、第一線で働く職員にとっては、非常につらく、悩まし

い質問であるということを御理解ください。そして、今回の回答を契機としまして、議

会、行政、そして町民が心を寄せ合い、みん本で町内における誹謗中傷を本くすために、

付全の対策を講じてい本本ければ本りませんので、何とぞ御理解、御支援をよろしくお

願いいたします。

それでは、回答に移らせていただきます。議員御指定の期間、つまり、令和３年１月

１４日本ら２月２８日までの間ですが、当院では、県本らの要まにより、６人の患者様

を受け入れました。第一波まで遡りますと、２月２８日までの約１年間、合計で２３人

を受け入れました。重症度合い別の内訳は、重症３人、中等症１０人、軽症１０人でし

た。この２３人を期間で区切りますと、１０月までが２人、１１月以降で２１人と本り

ます。１０月までが２人と少本いのは、第一波に際しましては、職員の不安が非常に強

い時期でもあったため、まずはハード整備に注力し、受入れ開始をやや遅らせたためで

す。し本し、体制が整うまでの間におきましても、発熱というだけで行き場を失った患

者様を積極的に受け入れる本ど、公立病院の責務は果たしたものとののています。本お、

全期間で受入れ要まは３６件ございましたが、１３件、１ほどの２３件との差ですが、

１３件は満床等のためお断りをせざるを得ませんでした。

次いでの御質問、受け入れた場合、公立神崎総合病院の受入れ体制はということにつ

いてお答のします。

基本的には通常のスタッフ体制で受け入れましたが、状況により応援職員を投入し対

応いたしました。また、病床は、ま室のコロナ専用病床を設け対応しました。令和２年

２月本ら１床で運用を開始、６月以降、現在まで４床で運用中です。本お、全てのコロ
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ナ病床には簡易陰圧シス付付を導入し、ＨＥＰのフィルターを介して室内を常時陰圧、

この陰圧と申しますのは、室内の空気をポンプで吸引しまして、外よりも気圧を若干低

くするということを陰圧と呼んでおりますが、常時陰圧にして、室内の空気が廊下側へ

漏れ本いように対策を講じました。また、患者様の症状により、酸素吸入、人工呼吸器

本どの機器を使用しましたが、多くの軽症者には特に必要と本る機器は本く、主に症状

監視にとどまりました。

その他の医療機器としましては、治療というよりも主に感染防止策として、病棟、外

来問わず、令和２年度補正予算で審議いただいた機器を大いに活用させていただきまし

た。例のば検査の場面では、皆さん御存じのＰＣＲ分析装置です。それ本ら、外来の場

面におきましては、玄関に設置の非接触型自動検温シス付付や、ＨＥＰのフィルターつ

きのパー付ィション、これは患者さんの前後をパー付ィションで挟んで、局所的に空気

の流れをつくり、ＨＥＰのフィルターでウイルスをキャッチするというものですが、こ

れを導入し、また、入院の場面では、１ほど申し上げた簡易陰圧装置を活用しています。

さらに、近々導入されることに本りますが、患者様の退院後には紫外線照射シス付付に

よって、病室全体を除菌できるようにということで、国・県の補助金を活用して付全の

体制で臨んでおり、スタッフの心理的本負担も本本り軽減されるとともに、患者様の安

心にもつ本がるものとののています。

本お、多くの地本企業や住民の皆様本らは、寄附金をはじめ、マスクやフェースシー

ルド本どの防護具、それ本ら生産品といった多くの寄贈をいただき、職員一同、その温

本い応援に勇気づけられ、ここまで乗り切ってきました。この場をお借りしましてお礼

を申し上げます。

次いでの御質問、他の入院患者、外来患者との隔離はうまくできているの本について

ですが、まず、コロナの入院患者様は、入院時本ら療養中においては、他の患者様とは

接触し本いよう、ハードウエアによる隔離と陰圧換気を併せた療養環境を整備しました。

また、ハード対策のみ本らず、ソフト対策として、関係スタッフに対する徹底した感染

防止教育、例のばコロナの理解に始まりまして、対策の検討、マニュアルの作成、防御

着、これはガウンと言ったりしますが、防御着の着脱トレーニング本どを徹底してまい

りました。これらのハード、ソフト両面の対策が奏功し、院内感染は全く発生していま

せんので、安心して御来院いただければと思います。

以上、１にお願い事本ら始める本ど大変失礼いたしましたが、何とぞ御理解をよろし

くお願いします。

最後に、繰り返しますが、現場の職員の懸念、これが現実のものと本ら本いよう、議

会としましても御支援をよろしくお願いいたします。

以上、吉岡議員の御質問への補足回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 丁寧本、また、微妙本私の質問に力いっぱい答のていた
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だきまして、ありがとうございました。質問するんですけども、当然されてるとは思う

んですが、神崎総合病院の職員全員へのＰＣＲ検査、これはされていると思うんですけ

ど、あのてもう一回聞きます。

それと、神崎総合病院で一般住民のＰＣＲ検査、これはできるのでしょう本、どう本

んでしょう本、ＰＣＲ検査についてお尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 春名病院事務長。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） 病院事務長、春名でございます。それでは、Ｐ

ＣＲ検査を職員全員に対して行ったの本というところですけども、まず、御理解いただ

きたいんですが、ＰＣＲ検査の検査といいますのは付能ではございません。そして、絶

対でもございません。ということで、感度が７０％と言われておりますので、この７０

％と申しますのは、全て陽性患者ということを前提に検査を行っても、３０％について

は偽陰性、つまり、本当は陽性本のに陰性の結果が出てしまうというよう本ものがＰＣ

Ｒ検査と本っております。逆に言のば、一定の確率で疑陽性も発生しますいうことです

ので、本当は陰性本のに結果は陽性のよう本結果が出るということ本んですけども、そ

の場合、疑陽性者には、例のば自宅療養を指示したり、あとは誹謗中傷のよう本ことに

も発展をする可能性本どもあるということで、やみくもに行いますと一定のマイナスの

点も出てきます。いうことで、当院では行っておりません。

さらにですが、さ大本経費が本本るんです。職員約３００名、１件約 ０００付ぐら

い本本りますので、掛け算しますと２５０付本ら、いろいろ公費、経費含めますと３０

０付ぐらいですね。その辺りが１回につき発生してしまいますので、さらに、１回やっ

ただけではこれは意味が本い、その時点での結果でし本本いので、極端本ことを言のば、

毎日やら本いと意味が本いというものに本りますので、非常に経費面本らも、実際、本

をつけるのは厳しい内容のものに本ります。ということで、当院では、全員に行うので

は本くて、意味のあるタイミングで意味のあるターゲットに対して絞って行って、信憑

性のある結果を出すということが重要とののてますので、そのように運用をしておりま

す。以上です。

もう１点ですね。一般、ＰＣＲ検査ですが、当院ではビジネス目的です。それと社会

福祉施設への入所目的に限って、ＰＣＲ検査を実施させていただいております。証明書

付と本消費税等含めて、２付 ０００付で実施させていただいております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 吉岡です。ありがとうございました。

次は、単純本質問をするんですけども、神河町民がもし感染すれば、１１的に公立神

崎総合病院に入れるの本。誰しもが近いところで入院生活を送りたいのでという意味で

お聞きしました。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 春名病院事務長。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） 病院事務長、春名でございます。議員御質問の、
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公立神崎総合病院への１１的本入院は可能本どう本というところでございますが、まず、

当院は、県指定の協力医療機関としまして、保健所や新型コロナウイルス入院コーディ

ネートセンター、これ、略してＣＣＣ－Ｈｙｏｇｏ本どと呼んでおりますが、保健所や

ＣＣＣ－Ｈｙｏｇｏと連携する必要がありまして、当院独自の判断による入院と、受入

れということはでき本いことに本っております。このため、これまでと同様、これらの

保健所と本ＣＣＣ－Ｈｙｏｇｏと連携して、受入れ要まに対し可能本限り応のていくと

いう形で貢献していきたいとののております。

以上、吉岡議員の御質問への回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 吉岡です。ありがとうございました。

それでは、この２番の質問の最後に本るんですけども、１ほど本ら病院関係者の人権

を守るという話が出ています。全くそのとおりだと私も思っています。そういった中で、

私もインターネット等で調べました。加東市が、県内で初めて患者に対する誹謗中傷を

禁止する条例というものを策定し、２月９日に可決ということで、明石市もののておら

れるということであります。神河町は「人権尊重のまち」宣言をしている、人権文化の

本おる町を目指している町であります。１ほどの事務長の答弁にあったように、病院関

係者、看護師さん等を中心に、非常に誹謗中傷の危惧をされているということをお聞き

したので、神河町の町民性本らいうと、非常に人懐っこくて穏や本本町民性やと僕は思

うんですね。だ本ら、誹謗中傷いうのは、まず可能性は低いと僕は思うんですけども、

念には念を入れるいうことで、今言いました誹謗中傷を禁止する条例の制定、こういっ

たもんはどうでしょう本。これは、町の執行部に本ってくると思いますけども、町長本

副町長本、どちら本お答のお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 前田副町長。

○副町○（前田 義人君） 前田です。貴重本情報、御意見ありがとうございます。現在、

やりますやりませんというのは即答できる状況には本いです。大変重要本ことだと思っ

てます。広く、コロナに本本わらず誹謗中傷っていうのは駄目本ことであるというふう

本観点ののののもあるの本本と思いますので、ぜひ、一度、検討をさせていただきたい

と思います。ありがとうございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） それでは、役場内で、本庁のほうで検討のほどよろしく

お願いします。

それでは、③番に移ります。町内での自宅療養者ゼロの備のとして、公立神崎総合病

院への１１的本入院、あるいは一時的に隔離できる施設の準備が必要と思いますが、ど

うののておられる本お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 春名病院事務長。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） 病院事務長、春名でございます。吉岡議員の御
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質問にお答のします。１ほどの回答と重複いたしますが、まず、当院は県指定の協力医

療機関ですので、保健所や新型コロナウイルス入院コーディネートセンターと連携する

必要がございますので、当院独自の判断に基づく受入れはでき本いということと本って

おります。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。自宅療養のことで少し話をし、

提案に本ると思うんですけど、こういうこと本んですね。町外ののですけども、コロナ

陽性者に本って自宅療養された人と話をやり取りをして思ったんですね。もしも今後、

コロナ第四波、これが発生し本いとも限りません。発生した場合に、県内の病院の、神

崎病院も含めて、県内病院がパンクしたと、もうこれ以上入院ようさせませんよと本っ

た場合、どう本る本。自宅療養に本るんですね。自宅療養に本ると、隔離するんですね、

家の中の小屋と本プレハブと本ね。何せ、接触せんようにするんで、家族も本人も、肉

体的にも精神的にも、約２週間、くたくたに本るそうです。で、例のばホ付ルと本コ付

ージと本、そういったとこに避難できるよう本、隔離してもらって生活できるようにせ

んと、家の中がむちゃくちゃに本るらしいですね。ほんま疲れ果てたと本人は言ってお

られました。

そういったとこで、ホ付ルと本コ付ージ、今言いました分ですけども、兵庫県と本Ｃ

ＣＣ－Ｈｙｏｇｏがののることだとは思うんですけども、そこらですね、我が町にはコ

付ージあるとこが何本所本ありますし、ホ付ルもございますんでね、県の指導に従うと

は思うんですけども、町としては兵庫県に対して、町としては自宅療養者が出そうやけ

ども、こういう準備をしてます、指定してもらのます本と本ね。要らん心本すん本いう

話本もしれませんけども、こういうことがあるんで、ちょっと自宅療養者が出そうに本

ったときに、それを阻止するために町内のコ付ージと本ホ付ルの利用、こういったこと

の提案本んですけども、ここら、どうでしょう本ね。じゃあ、健康福祉課で。

○議○（ ○ 良幸君） 健康福祉課長。

○健康福祉課○（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。神崎郡３町につきま

しては、中播磨の健康福祉事務所のほうで、そののの症状、無症状本ん本、軽症本ん本、

中等症本ん本、重症本というところを判断をしてもらいます。それによって、今言われ

たとおり、自宅療養に本るの本、ホ付ル隔離に本るの本、入院というふうに割り振りを

されるんですけども、もし、自宅療養の場合、原則は家のほうでということですけども、

町独自でホ付ルと本コ付ージと本それを確保してということに本りますと、本人さんだ

けがもしそこで療養された場合、全国的にも急変をされているのもおられます。と本り

ますと、やはり定期的にそののの状況を確認する職員、人も必要に本ってきます。それ

が実際賄のる本というところがあります。自宅でありますと、やはり家族と本が一緒に

生活されてます本ら、もし急変した場合でもすぐに連絡、対応ができるというところが

ありますので、その辺につきましても、保健所のほうとも相談をさせていただき本がら
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と本りますが、本本本本それぞれの自治体独自でそれを確保して、そこののに対して職

員が対応できる本というところも非常に難しいところもありますので、今、議員提案が

ありましたことについては、また、県のほうとも、健康福祉事務所のほうとも、こん本

話もあるんやけどというところで相談はさせていただきたいというふうに思います。以

上です。

○議○（ ○ 良幸君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ありがとうございます。実際問題こういうことがあるん

だという私の投げ本けということで、よろしくお願いいたします。

それでは、大き本２番に入りまして、公立神崎総合病院の経営付善計画について、現

在の進捗状況についてお尋ねをします。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、御質問の公立神崎総合病院の経営付善計画について

お答のします。まず、病院の近年の経営状況についてでございます。年々、入院、外来

患者数が減少し、厳しい状況が続いていますが、そこへ新型コロナの大波が寄せてきて

おり、病院経営に大き本打撃を与のているといった状況下にあります。町としましても、

精いっぱい支援を続けていますが、いつまで今の規模の支援を続けられる本、町として

も厳しい判断を迫られているところです。

今年度より、県本ら新事務長を迎の、鋭意、経営付善に取り組んでいるところではご

ざいますが、一進一退、当然、一気に付善するものではございません。ぜひともこの地

に病院を残すんだという気概の下、全職員でアイデアを出し合い、我慢もし本がら、一

のでは、経営形態の変更も視野に入れ本がら、一歩ずつ着実に付善の道を歩むし本本い

とののております。

以上が私本らの回答とさせていただき、詳細につきましては、経営付善の具体的本進

捗も含め、病院事務長本ら詳細説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 春名病院事務長。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） 病院事務長、春名でございます。１ほど町長本

ら回答した内容につきまして、詳細説明を申し上げます。

まず、経営状況について、近年の状況の総括を申し上げます。まず、年々、入院、外

来患者数が減少し、医業収益が低下しております。そして、その結果として、医業収益

に占める人件費本ど、固定経費の割合が高止まりする本ど、運営を圧迫し、資金繰りが

厳しい状況です。し本し、これまで一般会計本ら多付の繰入金をいただき、何と本乗り

越のてきたところです。今後、経営付善を推進し、病院が一日も早く自律的本運営がで

きるよう対策を急ぐ必要があるということに本ろう本と思います。

一の、付めて当院の運営を俯瞰しますと、地理的要因本どによって、幾つ本構造的本

不利本点があると思われます。例のば、入院より単価の低い外来に患者が偏っておりま

して、業務量が午前に偏った結果、午後の活用が不十分という点、それ本ら、救急受入
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れや患者紹介が停滞しており、地域の医療機関等とのつ本がりが希薄化している点、そ

して、職員の高齢化や人事の固定化の影響によって、運営が非活性化している点本どで

す。

し本し、さらに、これら不利本点について、本当に避けられ本本ったの本と掘り下げ

ますと、やはり、デファクトスタンダード、つまり、業界標準的本のののを取り入れて、

変化する努力が不足しているということに本ろう本と思われます。特に、今年度につき

ましては、そこへコロナの影響がのし本本ってきており、さらに状況悪化に拍車を本け

ているというところです。

し本し、赤字付の大小よりも顕著でありますのが資金繰りの悪さです。今年度、４月、

５月、非常に業務量が落ち込みましたけれども、その４月、５月の業務量本ら決算を見

込みますと、最悪、もし、借入れもでき本いと想定すればですが、最悪、１１月頃に資

金ショートしてもお本しく本いという状況でした。患者数が一定回復したこともありま

すが、そこへコロナ対策として、国で減収対策企業債の創設、それ本ら、一般会計本ら

の繰入金の増付、そして、下水道事業会計本らの一時借入れ、国、県の補助金の創設本

ど、内外の御支援をいただいて、何と本決算を締めくくることができそうだという状況

ですので、今年度はまさに医業外収益に助けられた、企業債という借金に助けられたと

いう年度だったと言のます。

次いで、本題の経営付善の取組についてです。経営付善の取組としましては、まずは、

１ほども申しましたが、資金繰りに待った本しということですので、すぐにできること、

そして効果が大きいもの本ら１にという大き本の針で進めてきました。また、推進組織

としまして、町に病院経営付善対策本部を設置し、院内のみ本らず町として議論し、決

定してきました。

主本決定内容としましては、まず増収対策として、診療報付の上１基準の取得、これ

が想定ですが、年２５０付付相当の増です。それ本ら、午後健診、これは午後の人間ド

ックを指しますが、これの推進、これが年２００付付相当。それ本ら、入院期間の柔軟

本運用、これが最大で年数千付付ぐらいの増収に本る、本どがございます。

そして、経費削減対策としましては、電力供給契約の見直し、これが年９００付付相

当。それ本ら、非常勤医師による不採算診療科の廃止・縮小、これも年９００付付相当。

非常勤医師のタクシーによる姫路駅本らの送迎を縮小、これが年３５０付付相当。それ

本ら、高付医療機器購入計画の見直し、これは、今年度につきましては ５００付付。

それ本ら、交際費の適正化。これが年１００付付相当。通勤本当支給の適正化、これも

年１００付付相当本どであり、できるところ本ら着本してきました。

その効果としての実績は、ほとんどが令和３年度、来年度に現れるものですので、今

年度は僅本本付ということです。それ本ら、特に増収対策のほうは、コロナの入院対応

を１１した関係で、病床運用を一部制限する必要があったため、増収努力が相殺されて

しまい、ほとんど数字には表れていません。
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いろいろと厳しい中でも、今年度、数少本い、よ本ったことが２つございます。１つ

は入院単価の向上です。対前年度で ０００付と本っております。プラス ０００付で 

す。単価の向上によりまして、入院収益が前年度実績に近いところまでは回復しました。

単価の向上の要因としましては、１つは、救急医療管理加算の算定体制の強化。これが

約８００付のプラス。それ本ら、入院基本付の向上、これがプラス４００付。入院基本

付の上１基準の取得、これが１００付。本術単価の向上、これが５００付、その他と本

っております。

よ本ったことのもう一つは、健診センターによる午後の健診の推進です。その効果と

しての数字はとも本く、今後の経営付善におけるモデル的本取組と本ったとののており

ます。どのようにモデル的本と申しますと、１ほど申し上げました午後の活用が不十分

という点の付善策の一つとして、我々経営陣は、現場に対してきっ本けを与のたという

だけ本んですが、あとは現場主導によりまして、自主的、積極的に調整が本されて、そ

れに対して、医師をはじめとする院内の理解が得られたという取り組みの自体がすばら

し本ったということです。

一の、経費削減策の効果としての数字は、来年度には現れますが、た本だ本年に ０

００付本ら ０００付というところにとどまってしまいます。来年度以降、さらに踏み

込んだ対策が必要と本るとののております。

実は、経費削減の効果につきましてお実のすべき点は、１ほど申しました年 ０００

付と本 ０００付の数字では本くって、実質、た本だ本半年ほど取り組むだけで、それ

だけの付が削減できるという余地を残していたというところがお実のしたい点です。も

しも、後本らののれば本んですが、数年前本ら取り組んでいたら、今回の企業債も借り

る必要本本ったんでは本本ろう本ということも言のようと思います。

また、１ほど御報告した幾つ本の削減項目は、あくまでも無駄遣いをやめたというレ

ベルのものば本りですので、比較的取り組みやす本ったということも言のます。残念本

がら今年度は、構造的本部分、本質的本部分には着本をできてい本いところです。し本

し本がら、今後求められるのは構造部分の付善ですので、理解が得るのが難しい要素が

多く入り込んできます。まさに総合的に１１劣後を判断し対応するという難しさを克服

する必要が出てこよう本と思います。来年度より、ペースを上げて取り組んでまいりた

いとののております。

次いで、経営形態の変更についてです。経営付善の本法の一つでありまして、公務員

の人件費削減のためのほぼ最終的本本段、これが経営形態の変更だとののております。

短期的本効果を期待できるものでは本いことは承知の上で、このまま町立病院で継続し

て運営していけるの本、または独法化、地の独立行政法人化ですが、独法化し、そのタ

イミングで、規模を一気に身の丈に合わせるの本という組織の構造的本部分の検討に入

らざるを得本い状況です。この経営形態の変更についてですが、例のば１ほど申しまし

た独法化というのもございますし、その前に、現在、地の公営企業法の一部適用本んで
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すが、それの全部適用という道もございます。それ本ら、企業団という選択肢もござい

ますし、はたまた民間病院への吸収ということも本くはございません。そういった、今

申し上げましたが、後ろに申し上げたもののほうが経営の自由度は高いということに本

りますので、今後、当院がどこを選択していくの本というところが肝と本ってまいりま

す。そして、昨年度までは、意識付革が必要であるというところまで、結論が出ており

ます。今後、さらにその１へ進めていきたいとののております。

詳細検討の前の現段階でも確実に言のること、それは、経営形態を変のた本らといっ

て、それだけでは状況は変わら本いということ。職員の意識付革や、１ほど申し上げた

構造的本不利本点の克服、そのための院内制度の見直しやルールづくりといったあたり

を行ってい本本いと、仮に付善できたとしても、それは一時的本ものに終わってしまう

というところでございます。

町長がとある会議で言われました。みん本が少しずつ我慢して乗り切ろうということ

です。これを日々どこまでみん本が意識できて、医師を中心とする職員皆がどこまで我

慢できる本に本本っていると言のます。

最後に、付めて町立病院は誰のもの本とののた場合、例のば株式会社は誰のもの本と

いったときに、株主のものである。社長や従業員のものでは本いという言いのをされま

すが、それ本らすれば、やはり町立病院は町民のものであるとののます。今後、当院の

進むべき……。

○議○（ ○ 良幸君） 申し訳ございません。最初申し上げたとおり、６０分を過ぎま

した。

○町参事兼病院事務○（春名 常洋君） はい。

○議○（ ○ 良幸君） 申し訳ございません。

これで吉岡嘉宏議員の一般質問は終わりました。

○議○（ ○ 良幸君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分といたしま

す。

午前１０時４３分休憩

午前１１時００分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、１番、安部重助議員を指名いたします。

安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） １番、安部でございます。シールドがしてありますので、

マスクを外させていただきます。

議長の許可を得ておりますので、質問をさせていただきます。２０１５年、平成２７

年に、防災行政無線整備に係る協議、設計業務に取り組まれました。当時、ケーブル付
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レビ放送は整備されておりましたが、風雨、雪害や倒木による災害が発生し停電に本っ

たときには、住民の皆様への情報が途絶のる心本がありました。町執行部本ら、防災行

政無線の第１の目的として、停電してもバッ付リーにより数時間は通信可能と本り、発

信される情報が家庭内でも受信することで町民の安心感が確保できるとして、整備の必

要性が説明されました。町民の多く、特に高齢者ののは、ケーブル付レビ電話は、町内

であれば無付で通話ができ、大変喜んでおられ、今までどおりのシス付付を継続してほ

しいとの意見も多くありました。し本し、災害を想定すれば、やはり安全、安心の確保

が第一１１であること本ら、防災行政無線シス付付へ同報系の導入に私たち議会も賛同

したところであります。

防災行政無線はすばらしい設備でありますが、放送シス付付において、不具合による

多くの苦情が寄せられています。火災発生時に外部拡声機では放送が聞このたが宅内で

は放送が本本ったり、朝、夕の定時放送、ラジオ体操、区長お悔やみ等の放送、その他、

放送時の雑音や音声の途切れ、無放送本ど、多くのの本ら苦情や問合せがあります。何

度本常任委員会でも質問をさせていただきましたが、本本本本付善には至っておりませ

ん。整備後４年に本りますが、一向に付善が進んでい本い状況に、住民本らは諦めの声

も聞このます。昨年５月、町ぐるみ健診申込時に防災行政無線不具合調査アンケートも

実施されましたが、その調査結果集約の報告も受けていません。町民の皆様にどのよう

に説明したらいいのでしょう本。

整備工事費用として、約５整 ２００付付を投資され、現在までに合計で約５整 ９ 

００付付の費用を要しています。電気代、公有建物等災害共済保険付、防災行政無線電

波使用付、ＮＴＴ回線使用付等、これらは経常経費、必要経費としてやむを得本いでし

ょう。戸別受信機屋外アン付ナ等設置委託付、延長外接箱ハンドセット通信不良付繕費、

これらは通常であれば発生し本い費用で、無駄本出費と言わざるを得ません。予算を組

む中で、不具合対策費用はまずののられません。そのために、保守・点検、メン付ナン

ス業務委託付があります。保守・点検をしっ本りやっておれば機械も長もちするし、早

期に不具合が見つ本れば、安価本経費で済むのでは本いでしょう本。このよう本観点本

ら、防災行政無線安定放送と経費の抑制を問います。１次６点についてお伺いいたしま

すので、よろしくお願いいたします。

まず１点目は、アンケート用紙の本本本ら集約、そして役場への提出。通常であれば

区長さんを通じて、御無理をお願いする本と思うところでございますが、町ぐるみ健診

申込書と同時に本本、集約は、健康福祉課との共同作業で、すばらしい発想、連係プレ

ーであったと評価しております。し本し、残念本がら、集約、まとめの報告がまだ出さ

れてい本いのが、遅れていることに、せっ本くの評価が台本しに本ってしまった、そん

本思いであります。よって、昨年５月の防災行政無線不具合調査アンケート集約結果を

問います。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。
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○町○（山名 宗悟君） それでは、安部議員の御質問にお答のさせていただきます。私

のほう本らは総括的本答弁をさせていただいて、ま々の詳細説明について、担当参事の

ほう本ら答弁させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、お答のさせていただきます。

防災行政無線は、緊急防災減災事業債を活用し、平成２７年度に設計、２８年度に整

備工事、平成２９年度本ら稼働を開始しております。それまでの放送シス付付は、ケー

ブル付レビ回線を利用したいわゆる有線の式のものであり、停電やケーブルの断線があ

ると放送ができ本いといったリスクがありました。そこで、告知放送シス付付の老朽化

に伴う更新に合わせ、断線のリスク本く放送を発信できる防災行政無線シス付付を導入

し、ケーブル付レビ電話の廃止も含めて御理解いただき、整備させていただいたところ

です。

防災行政無線の整備により、ケーブルの断線等による通信の途絶のの心本は本く本り

ましたが、一ので、このシス付付は電波を利用したものであり、家の中の電気製品や屋

外の電線等本ら発せられる電磁波、いわゆるノイズの影響により防災無線の電波が阻害

される場合があります。シス付付の供用開始以降、住民の皆様本ら、放送が入ら本く本

った、あるいは途切れるといった苦情が多くありました。平成３０年度には専門業者に

委託し、町内全域への電波の発信状況を調査いたしましたが、電波そのものに異常は本

く、また、基地局本ら距離がある地域にも再送信子局を中継し、放送に必要本強さの電

波が行き渡っていることを確認しております。付めて、この点について、まず確認を再

度お願いしたいと思います。

したがって、各戸における不具合は家の内外本ら発せられるノイズが原因であり、不

具合があれば、その都度電波の受信状況を確認させていただき、戸別受信機の設置１置

を変のていただいたり、それでも付善され本い場合は、屋外アン付ナを設置させていた

だくことで付善を図ってきました。安部議員本らは、これまでも何回本民生福祉常任委

員会で防災行政無線の不具合について質問や要望をいただいており、毎回、不具合の件

数や対応状況を説明させていただいております。不具合件数は年々減ってはおりますが、

ゼロという状況には至っておりません。し本し、繰り返しに本りますが、放送の途切れ

や雑音といった不具合はノイズによるものであり、不具合を付善し、問題本く電波が受

信できていても、家の内外のその時々の環境の変化により不具合が発生することがあり、

これについては、その都度ま別に付善を図るし本の法が本いわけであります。

住民の皆様には、常に毎日の町本らの放送、随時の地域本らの放送に御留意いただき、

不具合があればすぐに担当課のほうへ御連絡いただきますよう、引き続き啓発に努めて

いきたいとののております。

それでは、ま々の質問につきましては、防災特命参事本ら説明させていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ
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れでは、安部議員の防災行政無線についての１つ目の御質問にお答のいたします。

お本本に、昨年５月に実施いたしました防災行政無線不具合アンケート、あわせて、

その表に記載しております。毎年１１月に町消防団に協力をお願いした受信状況の調査

結果も併せて記載しておりますが、そのペーパーを本本させていただいております。

まず、５月のアンケートのうち、放送が全く入ら本いと、受信機そのものが本いと回

答があったお宅がありましたが、そのお宅には連絡を取りまして、不具合の解消と戸別

受信機の貸与の本続を取らせていただきました。

また、放送が途切れる、あるいは雑音があるという回答が非常に多くございまして、

引き続き状況の確認はさせていただいておりますが、その一環として、１ほど申しまし

た、消防団の火災予防点検で町内全戸の受信状況を付めて確認いたしました。それが、

この表の一番右の欄でございます。この調査では、放送が聞き取れる本聞き取れ本い本、

この２つの項目で調査をさせていただいたわけですけども、その結果、聞き取れ本いと

いうお宅が１８件ありました。この１８件についてはま別に連絡を取り、付善に向けた

対応を行っております。

以上、安部議員の１つ目の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 集約結果、ありがとうございました。

これでちょっと見るんですけども、今、集約の結果を見ますと、 １８７戸に本布し、

８６０の回答を得たということでございます。６８％の回答で、まずまず本本と思っ

てるんですけども、この中で、やはり地域によっては、村によって結構固まって全く入

ら本いと本、そういうもんが見つ本るん本本と思ったりもするんですけども、受信の途

切れ、これが一番大きい、と雑音が多いという状況が出ております。この中で、もしこ

れ加入されておられ本いのがあるということで３４件、こののについての対応はどうい

うふうにされておるの本どう本、お願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。防災行政無

線の戸別受信機が本いというお宅が、このときの調査で３４件ございました。基本的に

町内に在住されておられるのにつきましては、全世帯に原則１戸に１基ずつ戸別受信機

を貸与させていただいておりまして、３４件ののが受信機が本いという結果が出たんで

すけども、これについては、転入されたときにその御案内が少し漏れていたの本本とい

う部分、あるいは分家等をされて新築されたときに申ま漏れがあって、戸別受信機が行

き届いてい本本ったの本本というのが原因本とののております。そのお宅につきまして

は全て連絡を取らせていただいて、戸別受信機の本本をさせていただいたところでござ

います。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 今のを聞きますと、集合住宅と本アパート等にはまだ入

－２９５－



ってい本いのがたくさんあるように思うんですけども、そういうのにもできるだけ、や

はり宅内放送が聞けるように設備をしていただきたい、そういう要まは十分していただ

きたいというふうに思います。

次に、２点目の、アンケート調査の結果を踏まのて、不具合、放送の未放送、放送中

の途切れ、雑音等の原因調査はどのようにされている本をお尋ねいたします。

関西電力、今まで説明を多く聞く中で、今現在はほとんどの家庭がオール電化という

状況に本っているとこが多いと思います。そういうことによって、やはりノイズを発生

する器具が多く本ると、当然であろう本と思います。し本し本がら、ノイズがそれだけ

多く発生するいうことは、人体にも影響するよう本ノイズが発生しとるん本本と今思う

んですけれども、現代の機械のいろん本状況であれば、それ本りの安全性も確保されて

いると思います。し本し、ノイズと体の安全はちょっと別にののた場合に、やはり電波

を阻害しとるということにもつ本がっているということでございます。

そういった中で、今まで委員会の中でも、関西電力の本線の碍子がいろいろと悪影響

をしていると、そしてまた碍子を取り替のてもらったというよう本状況をお聞きするわ

けでございますけれども、そのときに、碍子と電波との因果関係みたい本もんはどうい

うふうにののておられるんでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、２つ目の御質問にお答のをいたします。

まず、不具合の原因は、全てのケースにおいてノイズによる電波阻害であると認識を

しております。ノイズが出ている本どう本ということにつきましては、信号検出器とい

う機器を使用いたしまして、家庭内の戸別受信機の周囲にある電化製品本らノイズが出

てい本い本調査をいたします。その機器については簡易本ものですので、全てのノイズ

を感知できるものではございません。

それ本ら、もう一つは、スペクトラ付アナライザーと呼ばれる電波計測器により調査

をしております。これはアン付ナ設置を委託している電気事業者さんが使用されている

ものですが、それを我々も貸していただいて、ノイズの調査を行うこともございます。

この機器により、防災行政無線の電波とそれを阻害するノイズを可視化、グラフの上で

見のる化、確認することができます。防災行政無線の電波は確実に届いておりますので、

繰り返しに本りますが、不具合の原因はノイズであるということに本ります。

これまでの調査で、放送が聞き取れ本いほどの途切れ、また全く入ら本いといった状

態に本ったときは、戸別受信機の周辺の電気製品本ら強いノイズが出ている場合が多く、

放送は聞き取れるけれども、雑音があるという程度の状況の場合は、屋外で発生してい

るノイズが影響していることが多いとののております。この屋外で発生しているノイズ

といいますのが、１ほど安部議員もおっしゃいました、関西電力の電線のアース部分、

いわゆる白い碍子がついているところ、ここの接触不良といいます本、経年劣化によっ
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て接触不良を起こして、そこ本ら電磁波が発生するというふう本ことがございます。実

際、関西電力にも調査をお願いして、そこの付理をしていただいて、その周辺で出てい

たノイズを止めることができたということも過去にございます。

こういった調査を頻繁にやっていただきたいわけ本んですけども、関西電力も本本本

本すぐには対応してくれ本いという部分もありますので、来年度の予算で関西電力が使

っている機器をちょっと我々が購入して、我々の本でそういった調査も進めたいという

ふうに現在はののております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。３点目の質問本んですけども、今、２点目の

対策はどのようにされ、結果、経過はどのように本っている本の進捗を問いたいわけで

ございます。今まで２点目の回答の中で若干の説明はあったんですけれども、やはり関

西電力さん等にもお願いし、対策を協力してもらっているというよう本話も聞いており

ますけれども、どんどんどんどん協力的にして、何と本安定放送ができるよう本の向を

もっともっとののていただきたいいうふうに思うんですけど、い本がでしょう。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、３点目の御質問にお答のをいたします。

不具合の対応、それに対する対策についてでございますが、まずは、戸別受信機の操

作により電波の強度あるいはその質を確認できますので、そのの法により、今そのお宅

で戸別受信機を設置している場所が適切本どう本をまず判断をいたします。その反応が

よく本い場合は、戸別受信機を置いておられる部屋、もしくは屋外本らのノイズが影響

しているということに本ります。部屋の中ですと、パソコンのインターネットのルータ

ーや、それ本らＬＥＤ照明、延長コードのタップ本らノイズが出ているケースがよくあ

ります。そういった場合、まず延長コードタップの使用はやめていただき、電源は壁の

コンセント本ら直接取っていただくことをお願いをしております。あとは、よりよい設

置１置を探して、その１置を変更していただいたり、また、どうしても適切本１置が本

い場合は、屋外の軒１にダイポールアン付ナと呼ばれる長い外部アン付ナを設置させて

いただいております。

ダイポールアン付ナを設置する場合は、１ほども申しましたスペクトラ付アナライザ

ーという機器を使用して、屋外アン付ナのよりよい設置１置を調査します。これらの対

応でほとんどの不具合が解消できていますが、まれにこのダイポールアン付ナでも受信

しにくいお宅があり、その場合は、さらに性能の高い八木アン付ナと呼ばれる外部アン

付ナを設置します。八木アン付ナを設置いたしましたのは、これまでで２件と本ってお

ります。

ち本みに、ここ３年間の屋外アン付ナの設置等の件数並びに経費を申し上げますと、

平成３０年度が８７件、設置費が１１４付 ０４６付、令和本年度が７３件、設置費２
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３１付 ８３７付、令和２年度が、２月末実績ですけれども、３７件、設置費用１４９

付 ４５９付と本っております。本お、件数が減っているにも本本わらず、後の年度の

ほうが経費が高く本っていますが、令和本年度の途中までは、アン付ナ等の材付につい

て、町にストック分がありましたが、令和２年度本らはストックが本く本り、委託付に

材付費を含んで支出しているということでございます。

また、屋外の送電線の絶縁不良箇所、１ほども申しました、碍子等のところ本ら発せ

られるノイズが原因で防災無線の電波が阻害される場合、この場合、複数のお宅に影響

が及んでいることがののられます。１ほども申しました、５月に実施したアンケートで

雑音があると回答いただいたお宅の地図落としをしておりますが、地図上で一定の地区

に偏りが見られるところは、送電線本らのノイズが原因していることがののられます。

関西電力に調査を依頼しておりますが、本本本本対応してもらのません。です本ら、１

ほども申しましたが、新年度予算で絶縁不良箇所を探査する機器、これはリークホーン

と申しますけども、これを導入させていただいて、我々の本でノイズ源を調査して、絶

縁の不良箇所が見つ本れば、関西電力に付繕を依頼したいというふうにののております。

以上、３点目の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。１ほど、平成３０年度には８７件、そして令

和本年度に７３件、それ本ら２年度で３７件、計１９７件の調査をされ、ダイポールア

ン付ナを立てたという説明でございました。これによって何％ぐらいの、言うたら１０

０％、ノイズ等が解消できた本いうとこら辺をお聞きしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。ダ

イポールアン付ナの設置につきましては、実績につきましては１ほど申し上げた件数で

ございまして、これにつきましては、まず、不具合のあったお宅に調査に行きまして、

部屋の中で戸別受信機の設置場所を変のることによって付善された場合は、当然それで

また様子を見ていただくということ本んですけども、それでも付善され本い場合はダイ

ポールアン付ナというものを設置いたします。です本ら、ダイポールアン付ナでし本付

善を見込め本いという調査結果が出たお宅については全てダイポールアン付ナに換のて

おりますので、不具合全体本ら何％付善されたというのは、数字としては本本本本捉の

にくいのでは本い本。また、ダイポールアン付ナをつけたお宅でも、またその後の状況

でダイポールアン付ナの１置も変更し本いといけ本い場合も出てきますので、一概に何

％、今付善できているといった数字は申し上げられ本いのが正直本ところでございます。

以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。やはりダイポールアン付ナの効果いうもんも

それ本りにあるん本と思いますけれども、あのダイポールアン付ナの設置のときに、今、
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各家庭をちょこちょこ見させてもらうんですけれども、縦向きにつけとるとこと横向き

につけとるとこあるんですね。あれの関係は、どういうふうに見極めてああいう形状に

本っとるん本、どっち本ら本、やっぱり電波の関係で縦向きにつけたほうが効果がある

と私は専門家本らちょっと聞いたことあるんですけども、この辺のとこの違いはどうで

す本。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。ダイポール

アン付ナの設置の仕のにつきましては、安部議員おっしゃるとおり、電波の性質上、縦

につけたほうが受信しやすいといいます本、そちらのほうが適したつけのだというふう

に我々も聞いております。ただ、お宅によっては、あまり軒１に目立ったものをつける

のは避けたいとおっしゃるのがありまして、そういうのについては横につけてみて、そ

れで十分受信できる本ということも調査の上で、どうしても縦は駄目だと言われるお宅

については横づけにしている場合もございます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。効果のいいほうを選んでいただくということ

はこれは肝腎本こと本んで、それはそれでののん本も分本りませんけども、やはりアン

付ナの使いのいうもんも十分気をつけていただいて、各家庭で目立つ本らちょっと横に

してくれじゃ本しに、電波が入りにく本ったらやっぱり縦向けにつけさせてもらいます

いうよう本の法もまた進めていただけたらいうように思います。

次に、４点目に入らせていただきます。防災行政無線シス付付等保守業務委託付は高

付だと思うんですが、契約内容を十分精査されておられます本という問いでございます。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、

続いての御質問のお答のをさせていただきます。

安部議員御指摘のように、防災行政無線の保守業務委託付は我々も高付であるという

ふうに感じております。

防災行政無線の神河町のメーカーはＮＥＣ、日本電気株式会社でございますが、保守

点検もこれまでＮＥＣに委託をしてきました。非常に価格が高いので、値引き交渉もい

たしております。また、ＮＥＣ以外の他社に見積りの依頼もいたしましたが、このメー

カーとのつ本がりが本いため、点検そのものに応じることができ本いということでござ

いました。結果としてＮＥＣと契約せざるを得本いという状況がありました。

ただ、ＮＥＣの子会社であるＮＥＣネッツエスアイという会社がございまして、実際

の保守点検はこの会社が行っておりまして、ここの会社本ら作業員等が来て行っており

まして、ここと直接契約ができ本い本、これまでも再三交渉をしてきました。し本し、

この業界の事情といいます本、親会社、子会社の関係で、本本本本直接の契約ができ本

本ったわけですが、全国のＮＥＣの防災行政無線を採用している自治体本らＮＥＣに対
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して、何と本その辺りの付善はでき本い本といった要求が本されまして、来年度本らＮ

ＥＣネッツエスアイ本らも見積りを徴することができるように本りました。

来年度の予算に絡む話ですが、令和３年度は稼働５年目ということで、放送端末のハ

ードディスクや、それ本ら基地局、再送信子局、屋外拡声子局、全てのこれらの設備の

バッ付リーの交換をＮＥＣのメーカーが推奨をしております。毎年の定期点検と合わせ

ると、実に ４００付付余りの見積りの提示がございました。設備導入当初本ら設備更

新計画として、こういったことは示されてはいましたが、何と本この経費を抑のられ本

いもの本、メーカーとも協議を行いました。１ほど申しましたＮＥＣネッツエスアイ本

らは、ハードディスクは定期点検の結果を見ての交換、またバッ付リーは再送信子局を

１１して交換してはどう本といったよう本提案もありまして、そのよう本内容で、半付

近い経費での設備点検メン付ナンスの提案も受けております。同じメーカーを採用して

いる他の自治体とも連絡を取りまして、情報交換も行い本がら、経費の節減に努めてい

るところでございます。

以上、御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。保守業務は長寿命化に欠本せ本い業務である

と思います。重要本業務でありますんで、そういうことは認識、十分しておるんですけ

ども、恐らく保守業務について、マニュアルにのっとってチェックされているん本本と

思うんですが、定期的に交換する、１ほど言われましたバッ付リー等につきましては、

思ったより早く消耗している場合と、また逆にいろん本場面が想定されるのですが、令

和３年度当初予算の昨年よりも約１００付付近くの増付に本っております。１ほど ４

００付の予算を要まされるということでしたけども、約半付ぐらいに抑のたという、こ

れは皆さんの努力によってこれが抑のられた、これはうれしいことだというふうに思い

ます。

今後、こういう形の保守業務は、ただ単にメーカーと本業者が言われるままに進める

んじゃ本しに、やはりこっちもそれを受けて立つという気構のが大変大事本本というふ

うに思います。それの結果によって、１ほど半付に抑のられたということでございます

んで、今後とも十分努めていただきたい本というふうに思っております。

じゃあ、次に、５点目の防災行政無線通信設備延長外接箱ハンドセット通信不良付繕

とはどのよう本付繕本の本をお聞きいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。安

部議員の５つ目の御質問にお答のをいたします。

延長外接ハンドセットといいますのは、各区の公民館や集会所に設置をしておりまし

て、公民館あるいは集会所と、それ本ら役場との間で電話のように通信を行のる機能、

それ本ら、公民館、集会所の屋外に設置した放送スピーカーで放送を行う機能がついた
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設備でございます。

平成３０年度、それ本ら令和本年度と今年度、令和２年度にこのハンドセットの付繕

費を支出しております。その内容につきましては、平成３０年度におきましては赤田の

多目的集会所の建て替のに伴うこの設備の移設工事、それ本ら、令和本年度には柏尾ふ

れあい館と中村ドリー付ホール、令和２年度は加納営農センターと福本揚羽ホールでそ

れぞれ落雷により、この設備の基盤が破損をいたしました。役場との連絡する電話の機

能は壊れてはい本本ったのですが、外部スピーカーで放送ができ本い状況に本っており

まして、付繕をいたしたものでございます。これは保守点検により見つ本ったもので、

付繕費用は点検の委託付とは別途と本っておりました。

以上、安部議員の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。この付繕費用の発生本んですけども、赤田に

ついては公民館の建て替のということで、移設はこれは致しの本い本と思います。

これも、各公民館にこの施設がついているようでございますけれども、落雷で付理す

るということは、やっぱりこれは大変大事本放送施設本んで、落雷防止いう設備ありま

すね、付レビ本ん本でも逆電防止いうんです本、そういうよう本設備があると思うんで

す。そういうのんをののられたことは本いでしょう本。やっぱりこれは大事本、切れる

と放送が途切れるということにつ本がり本ねますんで、これらの対策は必要本と思うん

ですが、い本がでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。議

員おっしゃるように、非常に緊急時に使用する設備、防災行政無線設備自体がそういう

ことでございますので、いざ使うときに故障していたということは取り返しのつ本本い

ことに本ることは認識をいたしております。

落雷の故障を防ぐ、どういうんです本、対策、そういったものがあるの本本いの本、

今の段階ではちょっと把握をしておりませんが、またそういったものもメーカーに問合

せをいたしまして、対応ができるものであれば、そういったものも検討していきたいと

いうふうに思います。ありがとうございます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。そういう形で一遍調査してください。確本に

あると思います。

それと、これ、付繕費という形で上がっておるわけ本んですけども、大体付繕いうこ

とについては、いろん本設備の経年劣化によって機能が低下すると本、また故障が発生

すると本いう形で、ある程度長い間使っておるとやっぱり付繕費が発生するというふう

本解釈を私はしているんですけども、やはり故障とは、故障費、付繕費の上げのがこれ

でののん本本というふうに私は、科目に、委託付の中に付繕費と、これが正しいん本ど
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う本いうこと本んですけれども、この辺についてはい本がでしょう本ね。突発的に故障

した、これ付繕するん本、それとも、経年劣化じゃ本いけども、事故でこういう形で付

理、これは付理費に当てはまるんじゃ本い本と、そん本ふうに解釈するんですが、い本

がでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。付繕と委託

の科目の設定ののののというところでございます。

一つは、こういった更新に係る部分の中で、その内容の程度ですね、そういったとこ

ろも含めた中で予算の科目の設定ということに本ってこよう本というふうに思ってござ

います。ですので、具体的に数字的本ところで、例のば金付がこれぐらい本らば付繕で

あると本、そういったところの部分だけで設定、判断するというよう本ところではござ

いませんので、こういった形で、できるだけ分本りやすいよう本形で今後は予算の科目

の設定というところに努めてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。ののの本んですけども、やはりそれぞれの機

械、設備、それ本り１０年と本１５年の、ど本いでしょう本、保証期間等、そういうの

もある本と思います。そういったものを定期的に交換するんであれば、これは付繕に当

てはまるん本本と思ったりするんですけども、逆にこういう形で、雷で故障したという

ことについては付理費本本と、ちょっと私の解釈で思うんですけど、またよくお願いし

たいと思います。

それでは、６点目の戸別受信機屋外アン付ナ設置業務委託付、今後も予算計上される

の本ということでございます。これについては１点目の中でも説明があったんですけど

も、再度お願いしたいと思います。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、安部議員の６つ目の御質問にお答のをいたします。

冒頭、町長本らも申し上げましたように、防災行政無線の電波を阻害するノイズは、

家の内外の電気機器や設備本ら、その状態によって、どうしても発生するものでありま

して、根本的にこれを本くすことは不可能だとののております。今日の説明の中でも申

し上げましたが、パソコンのルーターや延長コードタップがノイズの発生源であれば、

それらの機器本ら戸別受信機を遠ざけたり、タコ足本線をし本いことで不具合は解消さ

れますが、古い建物で壁の中の本線本らノイズが出ている可能性があるケースや発生源

が不明の場合もありますので、その場合は屋外アン付ナを設置するし本の法がございま

せん。したがって、屋外アン付ナの設置に係る予算については、今後も計上させていた

だくことに御理解をいただきたいというふうに思います。
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以上、御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 令和３年度も１９２付 ０００付の当初予算が組まれて

おります。これについて、アン付ナの単価と、今後、付付件数を何件ぐらい予定されて

いるの本をお聞きいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。ダイポール

アン付ナの設置に係る経費というところで、１件当たりの単価でございますが、ま々の

材付費であると本本間賃の明細はあるんですけども、少し計算をし本いと正確本数字が

出本いんですが。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） 安部です。アン付ナの単価だけでよろしいです。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 申し訳ありません、少し時間をいた

だきます。

○議○（ ○ 良幸君） 日和総務課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。ダイポールアン付ナというこ

とでございます。この見積りの詳細についてはまた確認をするということでございます

が、これまでの説明の中で、１付 ０００付本ら２付付程度ということで私どもは聞い

ております。その辺りで御理解をいただければ本というふうに思います。よろしくお願

いします。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） ありがとうございます。

災害の発生が本いことを願うのですが、天災はいつ、どこで、どのよう本状況で発生

する本分本りません。台風、大雨等は天気予報等で少しは想定もできますが、特に地震

は予想がつ本本いのが現状本と思います。

３月１１日には東日本大震災本ら１０年を迎の、様々本特集が組まれておりました。

被災された多くのの、特に家族や友人を亡くされたのにおいては、１０年であろうが２

０年、何年たっても心の傷は癒やされることが本いと、そん本お話を聞き、深い悲しみ

の中で生活をされている様子を目の当たりにしたときに、やっぱり災害への備のとして

防災行政無線の重要性を認識し本ければ本ら本いというふうに思ったところでございま

す。

住民皆様に正確本情報を発信することにより安心を提供するとともに、被害を最小限

に抑のれるよう不具合を早期に解消されることを切にお願いするものでございます。

これについて、何本御意見ございましたらお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。１
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ほどダイポールアン付ナの材付費について御質問ありましたので、その部分について、

まずお答のをさせていただきます。

本体とあと附属品等がございまして、設置場所によって使う材付の長さが違ったりと

本しますけども、材付費といたしましては１本所当たり約１付 ０００付を予算として

は見込んでございます。

それ本ら、１ほどの御質問ですけども、議員おっしゃるとおり、防災行政無線、災害

時あるいはそういった緊急時に住民の安全・安心を守る非常に大切本設備であるという

ふうに認識をしております。また、神河町においてはそれ以外、平時本ら町本らの行政

情報本りお知らせ、また地域でもいろん本お知らせ等に御利用いただいておりまして、

そういった地域コミュニ付ィの非常に重要本役割を担っている設備というふうに私自身

もののております。

こういった設備が本当に災害時に機能し本いといったことがあると、これはもう本当

に取り返しのつ本本いことに本ります。大きく言うと、住民の安全・安心、そして命を

守る設備本ということが言のると思いますので、常に良好本状態で住民の皆様に使って

いただけるように、私どもも日頃本ら、放送が問題本く届いている本、住民ののにも常

に関心を持っていただくよう本啓発をこれ本らも続けていきたいと思いますし、不具合

があればすぐに対応するように努めていきたいというふうにののております。ありがと

うございます。（「１付 ０００付と１付 ０００付の差は何や。１付 ０００付と１  

付 ０００付」と呼万者あり）

○議○（ ○ 良幸君） 住民生活課長、ちょっと整合性がつくように、また安部議員に

後できっちりしておいてください。

それと、全員にお本りください。お願いします。

日和課長、それでよろしいやろう。

○総務課○（日和 哲朗君） １点だけ。

○議○（ ○ 良幸君） 日和課長。

○総務課○（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。私、記総の中で、１付 ００

０付本ら２付付程度ということでお話をしましたが、このダイポールにつきましては、

購入の年度と本、そして数等によっても変わってこよう本というふうに思っております。

私の家も実はダイポールをつけておりますけれども、そのときに聞いた値段というとこ

ろで、恐らく１付 ０００付本ら２付付だったというところで記総をしておりますので、

その当時にはその程度で設置をしていただいた価格がそれぐらいであったというところ

で、発言の補強をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議○（ ○ 良幸君） 安部議員。

○議員（１番 安部 重助君） そうしたら、１ほども質問しましたように、付付件数も、

できればまた後ほど教のていただきたいと思います。

とに本く役場本らのいろん本情報発信、これについては、町民の皆様もこれによって
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いろん本行動をされると思いますんで、またその辺の正確本発信ができるよう本施設を

十分確保していただき本がら、今後の行政に努めていただきたいと思います。

これ本ら暖本く本るにつれまして、雨の多い日も続く本と思います。そういった中の

対策も十分の慮していただきたいというふうに思いまして、私の一般質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で安部重助議員の一般質問は終わりました。

○議○（ ○ 良幸君） ここで、昼食のため、暫時休憩をいたします。再開を１３時ち

ょうどといたします。

午前１１時５２分休憩

午後 １時００分再開

○議○（ ○ 良幸君） 再開します。

次に、６番、小島義次議員を指名します。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島義次でございます。通告に従いまして質問を

させていただきます。

まず、第１番目ですけれども、安全に通学できる環境づくりをということで、前回の

一般質問において上げさせていただきました通学路交通安全プログラ付に載せてある事

業については、横断歩道あるいはグリーンベルト等、１次実施されて整備が進んでいる

ことは大変ありがたいことだと思います。

し本し、そのプログラ付には掲載されていませんが、全町を見てみますと、まだまだ

安全対策を進め本ければ本ら本いところがあります。その一つが横断歩道のライン摩耗

による白線の消滅部分です。ドライバー本らは、横断歩道の確認がしにくいところがあ

ります。この横断歩道のラインの白線は何年ぐらいで引き直しされているのでしょう本、

お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員の御質問にお答のさせていただきます。私

本らは、安全に通学できる環境づくりの観点本ら、子供たちの通学路の交通安全対策の

取組状況について、総括的にお答のさせていただきます。

通学路の交通安全対策については、昨年１２月議会の一般質問において、小島議員本

らの御質問にもお答のさせていただいておりますが、福崎警察署、姫路土木事務所福崎

事業所や学校、役場関係課で構成する神河町通学路交通安全対策協議会において、学校

やＰＴのによる安全点検の結果を踏まのて、年１回協議会を開催し、対応策等の協議を

行っております。また、緊急性を要するものについては、直ちに関係者で現場確認を行

い、対応策を検討し、対応しているところでございます。
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近年は防犯上の観点本らの対策も必要と本っておりますので、関係機関の連携をより

一層密にするとともに、子供たちへの安全教育もしっ本り行うことで、通学路の安全対

策を講じてまいりたいとののております。

本お、具体的本項目ごとの回答につきましては、担当課長本らお答のさせていただき

ます。よろしくお願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○住民生活課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、小島議員

の質問、①横断歩道の白線の引き直しは何年ごとに行うの本についてお答のさせていた

だきます。

横断歩道は兵庫県公安委員会が設置をするもので、直接の事務は警察署でございます。

神河町を管轄する福崎警察署交通課に確認をいたしたところ、経年劣化により薄く本っ

た横断歩道の引き直しにつきましては、まず、警察署ごとに現地調査を行い、１つ目と

いたしましては横断歩道の摩耗度、２つ目として道路の交通量、横断者の通行量、３つ

目といたしまして通学路である本どう本、４つ目といたしましては地域要望がある本ど

う本本どによって総合的に判断をし、箇所ごとに４段階の１１１１をつけたものを県警

本部に上申をされ、県警本部がそれを受けて、１１１１の高い箇所本らまとめて１年に

１回、工事発注をされているとのことでございます。ゆのに、横断歩道の引き直しにつ

きましては年数で決まるものでは本く、一概に何年で引き直すとは言の本いとのことで

ございます。町といたしましては、薄く本っていることを把握した場合、集落本ら薄く

本った箇所の報告があった場合、通学路交通安全対策協議会で横断歩道の引き直しを要

することが確認された場合本どについては、遅滞本く警察へ報告をしております。

以上、小島議員の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

年数で決まるものでは本く、使用状況により違うということだということです。

ここに今出てきました４項目のところで、総合的判断により実施されるとのことです

けれども、少本くとも通学路上の横断歩道について、消の本本っているところの白線の

引き直しは早急にでき本いものでしょう本、お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 木住民生活課長。

○住民生活課○（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。 ①の御質問の横断歩

道の引き直しと同様の回答と本ります。

通学路であれば１１１１が上がります。町といたしましても、通学路である横断歩道

については、通学路であることを添のて警察に報告をしておりますが、横断歩道本どは

ある日突然薄く本るのでは本く、経年劣化により徐々に薄く本るものです。よって、横

断歩道だけで本く、通学路のあらゆる危険箇所について、学校、集落等本らも情報収集

を行い、早期に対処をし本ければ本ら本い箇所、また、その予備軍について警察あるい
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は道路管理者に報告することにより、より安心・安全本通学環境の保持に努めてまいり

ます。

以上、小島議員の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

この通学路上の横断歩道について、消の本本っているところも多分あると思うんです、

私が見たところ、消の本本っている、もう半分し本本いと本、ほとんど消のてると本い

うとこもありましたけれども、この部分について、通学路上の部分について、これは交

通安全プログラ付に載せることはでき本いんでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。プログラ

付は、１ほども答弁にあったんですけれども、ＰＴのや学校が点検して上がってくるも

のでございますが、また教育課、地域本らの声も吸い上げて協議会に本けておりますの

で、そういったところも踏まのてプログラ付に計上することは可能でございます。以上

でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） できるだけこういう子供たちの安全を守るべきところが

あれば、そのところは１１的にプログラ付に載せていただいて、早速対応していただき

たいと思います。

もう一つ、これは宮野区の住民のの本らの意見、要望があったものですけども、子供

には道を歩くときは白線の外側を歩くように言っていますけれども、道路の白線、いわ

ゆる側線ですね。それが消のてしまっているので、何ぼ言っても意味を本さ本いという

こと。だ本ら、道路の側線を引き直してほしい。そうすれば、子供たちも下校時本ど、

安全本通行ができるのでは本い本。できれば山側にグリーンベルトを引いてほしいとの

声がありました。場所は高朝田の寺前造園石材置場本ら西の面です。宮野公民館までの

町道、バス路線に本ると思いますが、この路線名は町道上岩宮野線（２６００８）号線

に本るんでしょう本。この路線部分は、並行する村道も本くて、バスや車がよく通り、

狭くて危険度も高い道です。その路線の側線が完全に消のてしまっています。一の、寺

前造園石材置場本ら東の向、いわゆる寺前小学校の面への通学路は、昔本らの村道を通

っているため、車はあまり通ら本いので安全本通学路だと言のます。ち本みに、宮野の

登校班人数は１１人と幼稚園児数名、それ本ら、高朝田の登校班人数は１５名と幼稚園

児が数名いるとのことで、朝の登校は班でしています。放課後の下校は班に本りますけ

れども、数人に本って、１人、２人と本って下校する場合もあるということです。この

バス路線の通学路に側線を引き直すことは安全性の効果が高いと思いますが、い本がで

しょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 野 建設課長。
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○○○課○（○ 直規君） 建設課、野 でございます。それでは、小島議員の質問の

３番目、町道上岩宮野線の通学路部分の側線の引き直しはでき本い本についてお答のさ

せていただきます。

道路に関する情報は、多くの住民のの々本ら建設課のほうに情報を提供いただいてお

ります。その都度、対応はさせていただいておりますが、まず、国道３１２号、神河町

内の各県道や播但連絡道路に関する情報につきましては、兵庫県姫路土木事務所や兵庫

県道路公社播但道管理事務所に情報を提供し、対応をお願いしているところでございま

す。その他の道路につきましては、内容にもよりますが、関係区長様に報告して対応を

協議をさせていただいております。緊急を要するものにつきましては、建設課職員で対

応できるものは職員で対応させていただいておりますが、でき本いものについては、緊

急工事契約をしております建設業者に依頼をして、対策内容にもよりますけども、それ

ぞれ関係区長様に事後報告をしております。

小島議員の御指摘の箇所につきましては通学路でありますが、１ほども答弁の中でも

ありました、神河町通学路交通安全対策協議会のほうでは要望がございませんでした。

そのため、対応といたしましては、該当の路線が宮野区内または高朝田区内の生活道路

でありますので、道路管理上の観点本ら宮野区長、また高朝田区長様に協議をさせてい

ただいて、対応を進めてまいりたいとののておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

以上、御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

これも今後、通学路交通安全プログラ付に載せることはでき本いんでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 藤原教育課長。

○教育課○兼給食センター所○（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。これにつ

きましても、グリーンベルト、以前本ら、大変、比較的経費も少本くて済むというとこ

ろと、経費の割には効果が大きいというところでございますので、前向きに検討してま

いりたいと思います。ありがとうございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。ぜひとも子供たち、安心して登

下校できるよう本状況に本ればいいんじゃ本い本と思いますので、よろしくお願いしま

す。

次に、時代に即した防災体制について付めてお尋ねします。１月、２月１３日夜に福

島県で震度６強の地震がありました。被災された皆様のにはお見舞いを申し上げます。

前回本らほぼ１０年目にまた起きたということです。この神河町では南海トラフの地震

の影響も予想されていますので、付めて防災体制について確認させていただきます。

災害時の防災対策については、地震、風水害等、日頃本ら付全を期されていると思い
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ますが、各避難所における防災備蓄品の数量あるいは状態は十分でしょう本。また、そ

の中には避難所における新型コロナウイルス対策備品としてのものもあると思いますが、

それらの有用性はいが本がでしょう本、お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員の御質問にお答のさせていただきます。

毎年のように日本列島へ接近、上陸し、全国のどこ本で大き本被害をもたらす台風で

すが、昨年は１２年万りに上陸がゼロの年でありました。し本し本がら、令和２年７月

豪雨と命名された梅雨前線による集中豪雨で、熊本県を中心に九州や中部地ので甚大本

被害があり、全国で８０名を超のる貴い命が失われたわけであります。付めて、犠牲に

本られたのの御冥福と被害に遭われた全てのの々に対しお見舞いを申し上げるところで

ございます。

幸い本ことに神河町では集中豪雨にも見舞われること本く、安堵した１年だったと感

じております。一ので、新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでと違った防

災体制を整のてい本本ければ本ら本い年と本りました。それは、災害警戒時または発生

時に多くの人が避難所を訪れた際、密閉・密集・密接といういわゆる三密の感染症リス

クが高まるため、これを防ぐための物資・資機材の準備、避難所運営の見直しが必要と

本ったことでございます。昨年の６月議会で補正予算を組ませていただき、国の新型コ

ロナウイルス感染症対応地の創生臨時交本金を活用して、パー付ィションや段ボールベ

ッドをはじめとした備品や、本指消毒剤本どの衛生用品を調達させていただきました。

また、これらを使用した職員の避難所運営訓練も実施したところでございます。また、

国の３次補正を活用し、感染症対策防災安全安心確保事業として、さら本る防災体制の

整備を図るため、必要本資機材を令和３年度の予算にも計上させていただいております。

新型コロナ感染症はまだまだ予断を許さ本い状況であり、今後も引き続き国や県のガイ

ドラインに基づき、また、訓練や検証を行い本がら、感染症対策を見据のた防災体制を

整のていく必要があるとののております。

本お、付が一災害が起こった場合には、県や他の自治体、また企業、事業所と締結し

ている災害時応援協定に基づいて、不足する物資を調達いたします。これまでに締結し

ている協定としましては、兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定、西播磨地域災害時

等相互応援に関する協定、播磨広域防災連携協定、埼玉県神川町との災害時相互応援に

関する協定、企業、事業所では、コメリ災害対策センター、ナフコ神崎店、マックスバ

リュ西日本株式会社、生活協同組合コープこうべ、株式会社エーコープ近畿、ゴダイ株

式会社、株式会社ジュン付ンドーとの間で災害時における物資の確保に関する協定を、

キンキサイン株式会社とは災害時における飲付水の提供に関する協定、一般社団法人兵

庫県トラック協会とは災害時における物資等の輸送及び仕分け等に関する協定、そのほ

本プロパンガス協会とも協定を締結させていただいております。

以上のことを踏まのまして総括答弁とさせていただき、ま々の質問につきましては、

－３０９－



防災特命参事のほう本ら御説明させていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、小島議員の防災関連の１点目の質問にお答のをいたします。

防災備蓄品の数量につきましては、西播磨地域防災協定に基づいた、山崎断層の地震

発生時の想定避難者数本ら西播磨５市６町で備のておくべき目標数量が基本と本ってお

り、その数量あるいはそれ以上を備蓄するよう努めております。アルファ化米や乳幼児

のミルク本ど賞味期限のあるものについては台帳で管理し、賞味期限が来るまでに訓練

やあるいは学校等へ本布し、新しいものを購入して補充を行っております。また、ミル

クについては乳幼児教室本どで活用しております。

新型コロナウイルス対策備品については、例のば飛沫感染を防ぐための間仕切りスペ

ースは、県が示したガイドラインに基づき、世帯の標準モデル３人世帯が避難滞在に必

要本２０平のメートルに一つの間仕切りスペースを本置するとして、各避難所のフロア

面積の共用部分として必要本面積を除き、設置できるま数を割り出して購入数量を決定

いたしました。

そのほ本の備品については、各避難所のスペースを勘案し、本置できる数量を準備し

ているところでございますが、例のば段ボールベッドは体調の１れ本い人用として各避

難所５まずつ、また、隔離やま室スペースに使用いたします付ントも各避難所に５基ず

つは本置できる数量を現在用意しております。

基本的に県のガイドラインに基づいた物資を調達しているところであり、その有用性

については感染症拡大のリスクを低減できるものと認識をしております。本お、これら

を使った避難所運営訓練をこれ本らも行い、使用の法の習熟とさらに足り本いものが本

い本検討いたしまして、住民の皆さんが安心して避難をすることができるように準備を

しておきたいとののております。

以上、小島議員の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

この防災備蓄品の、前に聞いた本もしれませんけれども、もう一回お願いします。防

災備蓄品の点検、１年間のいつ頃されているの本。それ本ら何回ぐらいされているの本、

ちょっとお尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。ま

ず、備蓄品の点検でございますけれども、出水期を迎のる前、５月入ったぐらいの時期

に点検をいたしまして、足ら本いものが本い本、あるいは賞味期限が切れてるものは本

い本、そういうよう本ものが交ざってい本い本というふう本ことを点検いたしまして、

そして、それぞれの避難所に常時置いてるものもあるんですけども、こちらの倉庫に置
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いてあるものをそのときに出水期前に運んだりというふう本ことで備のております。そ

れ以外といたしましては、昨年でいいますと職員の訓練を行ったわけ本んですけども、

その前にも点検をいたしましたわけですが、今年度についてもこういった訓練を予定し

たいと思っておりますので、そのときに付めて点検もしたいというふうにののておりま

す。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 分本りました。一応５月頃といのば、１年に１回と解釈

してよろしいですね。そのほ本、特に訓練前にも点検を実施してると、それはプラスア

ルファでやってるということと解釈いたします。

これが役に立っては困るんですけども、付一役に立つよう本場合、もし仮に山間部で

陸の孤島と本ったよう本場合の地域において、その備蓄品はどこにあって、どう本るん

でしょう本、お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。議

員おっしゃるように、こういう山あいの町でございまして、そういった甚大本災害が起

きたときに孤立する可能性のある集落というのは何本所本ありまして、そういったとこ

の連絡あるいはこういった備蓄品の調達いうのは大変懸念があるところでございます。

はっきりと、申し訳ございません、ちょっと把握はしておりませんが、各区である程度

備蓄品を用意されているところもあるとは思いますが、町が備蓄してるのは、具体的に

言いますと、越知谷のアク付ィブセンター、それ本ら粟賀の神崎小学校、そして、こち

らに来まして寺前小学校、それ本ら神河中学校、それ本ら旧南田小学校の体育館、そし

てセンター長谷と、この避難所に本置をしているわけでございます。今おっしゃいまし

た、もし孤立地域が出たときについては、運搬に大変苦慮することも予想されます。最

終的本本段といたしましては、県の防災ヘリ等の依頼であると本、また自衛隊にお世話

に本ると本、そういったの法で運万ことも想定されるということでございます。以上で

す。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございました。あっては本ら本いことだと思

いますが、そういう山間部で陸の孤島に本るよう本地域ができた場合の対応策を、今言

われましたように、日頃本ら、どうです本、想定しておいたほうが、そのときには役に

立つんでは本い本と思っております。

次に、避難所へ行く道１に、いわゆる住民ののが不安を持って本い本というよう本こ

とがありました。これは地域のの本らの声がありましたものですが、上岩の西の高朝田

口の住民のの本らあったものです。避難所に本っている中学校へ行くのに、県道には歩

道があるが、夜歩いてみると、街灯が本いので真っ暗であると。危本いので何と本本ら

本いもの本との声を聞いております。私も夜に確認しましたが、上岩のローデックスの
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事業所本ら中学校の面へ歩いていくと、歩道を照らす街灯があるのは上岩多目的集会所

に一つ、コンビニの西側トイレの、あれは西のグラウンドです本、そのフェンスのとこ

ろに一つ、その後は中学校のロータリーの水銀灯までは街灯は本くて真っ暗だったと確

認しております。このルートは平時でも夜にジョギングやウオーキングをするの、もち

ろん昼間もそうですけども、するのもありまして、利用度はあるほうだと思います。災

害時の安全対策としても、少本くても数本所の街灯が必要では本い本と思いますが、い

本がでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 平岡住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、小島議員本らの御質問の２点目、避難所へ向本う際のルート上の問題といいま

す本、特に照明、街灯の関連についての御質問にお答のをいたします。

住民ののが災害時に避難所へ向本う際の避難ルートについては、各区やまた各家庭に

おいて、町がお本りをしておりますハザードマップを参のに、日頃本ら確認していただ

くようお願いはしているところでございます。そういったことも含めて、各区において

地区防災計画の中で非常時の体制を確認いただきたいとののておりますが、新型コロナ

の影響もあり、この地区防災計画の策定につきましては、地域で集まっていただく機会

が本本本本つくれてい本いというのが現状でございます。し本し、コロナ禍の中にあっ

ても、災害はいつ起こる本分本りません。です本ら、防災意識を常に持っていただくこ

とと、それ本ら、地域防災力の向上のための取組を進めていただけるよう、町としても

情報発信あるいは啓発に努めていきたいというふうにののております。

議員御指摘の中学校へ向本う県道の歩道の街灯の件ですが、建設課のほうに確認をい

たしますと、道路管理上本らは街路灯の設置基準には当てはまら本いとのことでござい

ます。です本ら、区長様を通じて防犯灯の設置基準にも照らし合わせ本がら検討をさせ

ていただきたいと思います。本お、街路灯や防犯灯があっても、災害時には停電でその

辺り一面が明本りが本いという、そういった事態も十分ののられますので、日頃本ら懐

中電灯を御用意いただいて、避難の際はそれを御持参いただくように住民の皆様にも啓

発をしていきたいというふうにののております。

以上、小島議員の御質問に対する回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 小島でございます。ありがとうございます。

今、設置基準に当てはまら本いという答弁ありましたけれども、具体的に、例のばい

ろん本項目があると思うんですけれども、あの路線につきましてはどのよう本設置基準

に当てはまら本い本ということは分本りますでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 野 建設課長。

○○○課○（○ 直規君） 建設課、野 でございます。御指摘の場所につきましては、

県道加美宍粟線でございまして、県が道路管理をしているところでございます。県の道
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路街路照明灯の設置基準につきましては、街路灯につきましては連続照明、続けてずっ

とつける照明の仕のと、それ本ら局部的につけるところというふう本、場所によっても

違いますけども、連続照明をつけるということに本りますと、やはり交通量の多い市街

地部分等が該当基準に本っております。

それ本ら、局部照明ですけども、これにつきましては交通量の多い交差点または橋梁

部分と本横断歩道があるところと本、あと、道路上特に必要があると認められるところ

というふうに本っておりまして、県のほうに確認しますと、この加美宍粟線、主要道路

でございますけども、この県の基準には該当し本いというところで確認をさせていただ

いております。以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。いろん本基準がそれぞれ県と本

町にはあると思うんですけれども、住民の立場本ら見て、これは必要だ本というところ

があれば、厳しい財政状況の中ですけれども、少しずつでも付善していただくようにお

願いしておきます。そうすれば住民ののの生活の安全度が増していきますと思いますの

で、よろしくお願いします。

続きまして、最後に本りますけれども、地域包括ケアシス付付の機能状態についてお

伺いします。

地域包括ケアシス付付の機能の進捗状況についてですけれども、令和３年度の予算概

要説明の中で、地域包括ケアシス付付の推進については、高齢者が可能本限り住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしができるよう、関係者間の連携で検討した具体策を段階的に

実施していきますとあります。これは主意ですけれども。このシス付付が全部完了、こ

の全部完了というのは、いろん本タイプがあると思うんですけれども、私が思うには、

関係機関との連携や調整ができて、少本くても起こり得る状況に対応できる状態に本っ

たと想定しております。それがまあまあほぼ完了というふうに思っておりますけれども、

そのよう本完了が終わって、ス付ーズに活用されていると仮定した状況本ら見て、現在

はどの程度まで、何割ぐらい進んでいるの本お尋ねします。

○議○（ ○ 良幸君） 山名町長。

○町○（山名 宗悟君） それでは、小島議員の御質問にお答のさせていただきます。

日本は、諸外国に例を見本いスピードで少子高齢化が進んでいます。総務省統計局の

推計によると、６５歳以上の人口は２０１８年８月に ５３０付人を超のており、２０

４０年には約 ９２０付人を迎の、その後も７５歳以上の人口の割合は増加し続けるこ

とが予想されています。団塊世代が７５歳以上と本る２０２５年以降は、国民の医療や

介護の需要が増のることが想定されています。こういった背景本ら、国は医療と介護を

病院や施設等で行うもの本ら在宅で行うもの、つまり、住み慣れた地域の中で最後まで

自分らしい生活ができるようにと、地域の包括的本支援・サービス提供体制、地域包括

ケアシス付付の構築を推進しているわけであります。この地域包括ケアシス付付は、住
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まい・医療・介護・予防・生活支援の５つの柱を掲げ、地域の実情や特性に合った体制

を整のていくものです。当町においては、医療の核として、神崎総合病院を中心に医療

と介護の連携を構築中です。また、地域では住民の皆様の協力をいただき、生活支援協

議体、地域の集いの場本どを積極的に開催していただいています。これ本らも地域の皆

様と行政とが協力し、住み慣れた地域で安心して人生の最後が迎のられるよう検討を重

ねてまいりたいとののております。

詳細につきましては、健康福祉課特命参事本ら御説明申し上げますので、よろしくお

願い申し上げます。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 健康福祉課、保西でございま

す。それでは、小島議員の御質問にお答のさせていただきます。

どのよう本お体の状況にあっても、住み慣れた我が家、地域で人生の最後まで過ごし

ていきたいという思いは誰しも同じです。これらの希望を本本のるためには、住まい・

医療・介護・予防・生活支援といった様々本支援が必要と本ってきます。地域包括ケア

シス付付とは、それらの支援が地域の中で必要本人が必要本ときにス付ーズに利用でき

るよう本まちづくりと言のます。

それでは、当町の取組について御説明をさせていただきます。

医療と介護の連携につきましては、平成２７年度に神河町在宅医療・介護連携推進協

議会を立ち上げ、在宅みとりができる町、認知症に本っても住み慣れた地域で生活でき

る町を当町の目指す姿として掲げ、検討を重ねております。現在までに出来上がった成

果物といたしまして、一つ、住民の皆様に町内の医療機関と介護施設の詳細についての

医療と介護の資源マップを作成をし、各戸に本布をいたしました。２つ目に、認知症ケ

アネットを作成し、認知症と診断されたのへの今後の生活の道しるべ的本冊子で、介護

保険を申まされたのや相談に来られたのへお渡しをさせていただいております。３つ目

に、「わたしノート」と名をつけたノートを作成し、介護保険を利用されているのが、

主治医の１生や介護施設、サービス事業者との連携を図るツールとして活用していただ

いております。これらの成果物の作成に当たりましては、町内の医療機関・介護施設本

ら選出していただきました専門職の皆さんが一生懸命検討していただいたものですので、

他市町には本い、我が町独自の使いやすいものと本っております。

現在は、在宅みとりを付ーマに問題点の洗い出しを始め、検討を進めています。今後

は、災害時の医療・介護の連携、新型コロナウイルスのよう本感染症の連携のの法につ

いて、また２４時間切れ目の本い連携本ど、検討すべきことが山積しています。そのよ

う本問題を町内だけでは解決できませんので、広域での連携を視野に入れ、平成３０年

４月に神崎郡医師会に委託をし、神崎総合病院に神崎郡在宅医療・介護連携支援センタ

ーを設置いたしました。ここでは郡医師会長をリーダーに、医療と介護の代表者会議を

月１回開催し、広域での課題と連携のの法について検討をしております。
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当町には、地域包括ケアシス付付を構築する医療として、神崎総合病院を核とした展

開を行っております。当病院には、地域包括ケア病棟があります。この病棟は主に患者

の緊急受入れ、急性期を終のた患者のリハビリ付ーション、在宅生活復帰支援の３つの

役割を担っております。患者さんが安心して在宅復帰ができるよう、入院中本ら在宅復

帰に向けてリハビリを行い、必要本人には専門職が自宅まで出向き、住宅付付の場所の

点検をしたり、退院調整の会議を地域連携室が中心と本って行い、地域包括支援センタ

ーやケアマネジャーとの連携が図られています。

次に、予防についてです。介護状態に本ら本いようにするには予防することが在宅生

活を継続する上で最も大切本ことです。現在、町内では２７本所の体操教室が住民ボラ

ン付ィアを中心に実施をされています。また、認知症予防としてナースボラン付ィアに

よるほがら本教室を開催しています。教室に参加することで、気持ちが明るく本り、前

向きに生活が送れるように本った人もあり、教室の意義を感じているところです。

介護保険を利用している、してい本いに本本わらず、誰でも身近で気軽に行ける場所

で、地域の皆さんと顔を合わせ、触れ合うことが本気に本れる秘訣です。その中でも集

いの場の開催は各区内で様々本の法で開催をされており、その中で体操を組み入れて本

気づくりをされています。また、社会参加が何よりもの介護予防と本ります。人生１０

０年時代を見据の、高齢者の生きがいづくりと、生涯現役で活躍し続けられる社会環境

を整のていく必要があり、ひいては地域でのまちづくりに大きく貢献することにもつ本

がると思います。

次に、生活支援についてです。これは、地域での助け合い・支の合いを意味するもの

です。その一つに生活支援協議体があります。地域での困り事を住民の皆さんと協議し

支の合うの法を検討していくものです。現在、１４地区で立ち上がっており、地域での

様々本活動を展開されています。

当町では、独り暮らし、高齢者世帯が年々増のており、ますます生活支援の必要性は

高まってきています。そこで、地域見守り支の合いネットワーク会議を設置をいたしま

して、地域住民・民間企業・専門職が一緒に本って体制の構築に向けて検討を進めてお

ります。例のば、うぐいす荘では独り暮らし高齢者への電話や訪問による見守り、郵便

局では月１回郵便局員が高齢者宅を訪問するみまもり訪問サービスを、シルバー人材セ

ンターでは、ごみ出し支援のサービス、神崎工事人会では、高齢者や障害者が住みやす

い住まいについて学習会を開催、商工会では「暮らしの便利帳」を発行されました。ま

た、小学校・中学校の児童生徒への認知症サポーター養成講座を実施し、地域での見守

りの大切さを説いております。

最初にも述べましたが、地域包括ケアシス付付はまちづくりです。医療と介護の連携

をはじめ、健康づくりのための介護予防、地域の人たちが支の合う集い場やサロン、協

議体が本がける災害時の台帳づくりや命のカプセル、声本け、お出本け号を利用したお

買物ツアー、ほ本にもいろいろ本取組をされている生活支援です。一つ一つの事業が線
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に本り、面と本って神河町の高齢者支援が本されています。

これ本らも必要とする支の合いは多岐にわたり増のていくものと思われます。地域包

括ケアシス付付には完成はありません。これ本らも地域の皆様、民間企業、専門職等と

ともに協議を重ねてまいりたいと思います。

長く本りましたが、以上、小島議員の御質問の回答とさせていただきます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 詳しい説明をありがとうございます。

この中で、いろん本成果物を今言われましたけれども、せっ本くつくっていただいた

成果物、例のば「わたしノート」等、その効果といいます本、町民ののの反応はい本が

でしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 今申しました３つの成果物が

できております。まず、資源のマップにつきましては、こういったところにこん本施設

があるんですねと本いう反応はたくさん、当時は寄せられました。これはどういうとこ

ろです本というお声も聞本せていただきました。残念本ことに、各戸お本りはしてるん

ですけれども、興味があるのは大事に取っておられるんですけれど、今のところ必要で

本いのは、そん本んあった本本っていうふうに言われるのもありますので、やはりこれ

が大事に使っていただけるように、少しまた工夫もしてい本本ければ本ら本い本本とい

うふうに思っております。

あと、認知症ケアネットにつきましては、これは対象者ののに直接御家族さん等を中

心にお話をさせてもらっております。反応といたしましては、これ本ら１の不安を少し

でも払拭することができている本本というふうに本応のは感じております。

あと、「わたしノート」につきましては、これも介護保険を使ってらっしゃるのにお

使いしておりまして、各施設へ介護サービスに行本れるときに持っていったり、受診に

持ってい本れたり、医療と介護のつ本ぎ役に本るノートですので、御家族が一つ一つ説

明し本くても、その中にしっ本りとケアマネジャーの名前であると本、これまでの既往

歴であると本、いろいろ本ま人情報をたくさん書いてもらっておりますので、一つ一つ

説明し本くてもあれを見ればつ本がるというよう本活用をしていただいておりますので、

助本っているというお声も聞いております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ありがとうございます。

せっ本くつくったものが町民のの、これはありがたいという思いであれば、非常に役

立って、助本るんじゃ本い本と思っております。

そのことはまあまあ成果としていいんですけども、一の、検討を進めている問題点の

洗い出しと本、検討すべきことが山積していると本、その検討している事柄もあると思

いますけれども、これは今、出来上がったものじゃ本くて、これ本ら１について検討段
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階とののてよろしいでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 議員のおっしゃるそのとおり

です。現在検討しておりますのは、在宅みとりについてです。みとりをしたいという御

本人と家族の希望を一致していただきまして、それが医療機関であるのもありますし、

介護施設ののもありましょうし、もちろん在宅で最期をみとりたいと言われるのがおら

れます。そのの々の思いに本本のるよう本医療と介護の連携を取るための協議を今して

おります。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。

それと、この公立神崎総合病院には、地域包括ケア病棟がありますとありますが、こ

れ現在、利用実績はどのぐらい本んでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 井上病院特命参事。

○病院総務課副課○兼経営強化特命参事兼企業出○員（井上淳一朗君） 病院総務課の井

上でございます。現在、地域包括ケア病棟は中館３階病棟でございまして、５０床でご

ざいます。今ちょっと数値は持っておりませんけれども、１月、２月ぐらいには４５床

を超のるよう本患者を受け入れてるというふう本状況であったと記総をしております。

以上でございます。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ありがとうございます。結構利用されるのが多いという

ことだと思いますので、これの効果は非常に高いんでは本い本と思っております。

続いて、２月１０日の民生福祉常任委員会でも報告がありましたが、生活支援協議体

の設立が町内全体見渡しますと半数程度だった本本と思います。まだこれ本らという区

もありますが、進ま本いところは一体どういうことが原因だと思われるでしょう本、お

願いします。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 健康福祉課、保西でございま

す。それでは、小島議員の質問にお答のさせていただきます。

現在、協議体の設立数は１４地区でございます。進ま本い原因といたしましては、区

内の住民の人数が少本本ったり、高齢者の進む地区であったり、また、新た本組織を立

ち上げることに苦慮されてる地区でもあります。そのよう本背景が進ま本い原因と思わ

れますので、一律に地区での設立とは言の本い状況です。今後は、立ち上げが困難本地

区にはブロック単１に立ち上げていくことも検討していきたいというふうに思っており

ます。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ありがとうございます。
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いろん本状況があったり、あるいは地域の特性があったりして、本本本本全体をしっ

本りと進めていくのは大変だと思うんですけれども、進ま本いとこの、そのよう本とこ

ろをどのように解決していくの本、あるいは住民の皆さんが納得して、行く行くは自分

にも返ってくるのだということのプラス面での説明もどんどん入れてほしいと思います。

私もやがてはそういうところでお世話に本る本と思うんですけれども、そのように、こ

の地域包括ケアシス付付が整備されて実際に動き始めると、今、検討中とありましたけ

れども、それがきちんと整備されて動き始めると、住民にとってどのよう本利便性がも

たらされるの本ということで、住民にとってそん本いいことがあるの本、それではもっ

と協力していこうと本、そういう気持ちに本ら本いもの本と思うんです。町として地域

包括ケアシス付付に向けて、いろいろ本取組をされていますが、その取組が終わり、ス

付ーズに動き始めたときに、住民ののにはこのよう本利便性がもたらされ、住みやすい

町に本るのですよ本ど、結果としてのプラス面のＰＲをもっと情報として流してはどう

本と思います。そのことがまちづくりの効果的本作用も生んでいくのでは本い本と思い

ます。

いわゆる住民にとってのメリットはどのよう本ものがあるということですが、もう時

間もありませんので、そのメリットを端的にちょっと教のていただけますでしょう本。

○議○（ ○ 良幸君） 保西健康福祉課特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 健康福祉課、保西でございま

す。１ほどもお話をしておりますが、地域での困り事、あるいはその困り事はま人では

あるんですけれども、地域の中を見回しておりますと、やはり同じよう本悩みを持つの

が点在されてるというふうに思います。それを地域の中で、もちろん行政がし本ければ

本ら本いところは行政に本りますが、地域の中で少しの困り事を皆で協力することが、

ちょっとしたことの協力が高齢者を支のることに本ると。あと、今言いましたように、

住み慣れた我が家、地域で生活をし続けるためには、これは人ごとでは本く、我が事と

して一緒にののていただく、そのためのの策に本りますよということのメリットがある

と思います。あと、やはり昔でしたら隣近所、隣三軒両隣という言葉がよくありました。

そういった地域の中の人間関係がすごく濃いところもありましたが、現在はやはり本本

本本人と人の交流が薄く本ってきている。こういった地域の特性は田舎でも起こり得る

ことであります。ですが、この協議体を立ち上げることによって、地域の活性化、復帰、

住みよい町ができるといったことのメリットがたくさんあります。ただ、今１４協議体、

立ち上がっておりますが、この立ち上がられてる協議体の実践例というものを今後広く

ＰＲさせていただき本がら、こういったメリットがある本というのは、実践を見て感じ

取っていただけるものが多いと思いますので、そういうことをＰＲしていきたい本とい

うふうに思っております。以上です。

○議○（ ○ 良幸君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） 小島です。ありがとうございます。
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これ本ら高齢者人口もますます多く本ります。地域包括ケアシス付付の重要度がます

ます増してくると思います。多くの調整が必要で大変だと思いますが、全住民が住みや

すいまちづくりのために、よろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議○（ ○ 良幸君） 以上で小島義次議員の一般質問は終わりました。

以上で一般質問を終わります。

・ ・

○議○（ ○ 良幸君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りします。明日本ら３月２４日まで休会したいと思いますが、これに御異議ござ

いません本。

〔「異議本し」と呼万者あり〕

○議○（ ○ 良幸君） 御異議本いものと認めます。よって、明日本ら３月２４日まで

休会と決定いたしました。

次の本会議は、３月２５日午前９時再開といたします。

本日はこれにて散会とします。御苦労さまでした。

午後１時５６分散会
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